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く・も・ん・通・信

　6月9日から10日にかけて、高知県の南国市（人口5万）を中心に発足した「高知CAN
フォーラム」の発足式に、CANフォーラムの石井俊成運営委員長と共に参加し、「地域情
報化とCAN」と題する記念講演をしてきました。
　会場になった空港から10分ほどのホリディ・イン・ホテルには、高知ＣＡＮフォーラム会
長に就任予定の浜田純市長以下、62名の参加者が集まって、活発な議論が交わされ
ました。懇親会も大いに盛り上がって、二次会、三次会と明け方まで続いたそうです。
　南国市の情報化をめぐっては、とくに注目すべき点が二つあります。
　その第一は、すでに2年前から、全市に無線LAN（10Ｍbpsと2Ｍbps）を張り巡らせる
実験を始めていて、このほどその成果をもとに「南国市フリーネット」と呼ばれる防災用
兼公衆用の無線インターネットを立ち上げるようにしたことです。
　その第二は、市内の情報産業集積拠点である南国オフィスパークを中心とする「南
国こうちスーパーネット」を立ち上げ、これをKDDIの高速光幹線（高知市と広島市を結
ぶ）に光ファイバーで直結（事業費64百万円）して、当面135Ｍbps（今後１Gbpsまでの
高速化が可能）での高速・高品質のデータ通信を低廉な接続料で可能にした（6月1日
から供用開始）ことです。
　高知CANフォーラムは、地域のCANフォーラムとしては、この2月に発足した関西CAN
フォーラムに続く第二のフォーラムになります。このフォーラムの中心人物は、今井一雅・
高知高専電気工学科助教授、坂本世津夫・なんごく・こうち情報拠点都市地域研究会
委員長、沢本一哲・シティネット代表取締役という三人の“ギーク”たちです。
　講演に続いて行われたパネルディスカッションでは、今後のフォーラムの活動を推進
していく上でのさまざまなアイデアが出されました。司会者の今井さんのまとめによれ
ば、中でもとくに面白そうに思われたのが、

（１）南国市小中学校インターネット放送。本年中に、山間部の小学校2校を含めて、南国
市の小中学校の校内ＬＡＮがすべて無線LANで接続され、各教室には、無線LAN
カードで接続されるノートパソコンが2台配備されることになっているので、これをもと
にして双方向性のインターネット放送を実現する。

（２）ラーセン（ラーニングセンター）の設置。すなわち、南国市の小中学校から無線ＬＡＮ
接続が可能な場所にラーセンを設置して、こどもたちや高齢者の学びと遊びのセン
ターとする。

（３）公衆インターネットの実現。南国市の公共の場所に、キオスク端末を設置して、その
周辺での無線LANカードつきのノートパソコンのインターネット接続を可能にする。

の三つでした。
　南国市で、こうしたアイデアが次 と々実現に移され、新しい経験が積まれていくことを
期待しましょう。また、こうした動きが刺激になって、他の地域でも次 に々新しい地域CAN
フォーラムが設立されていくといいと思います。

付記。その翌朝、坂本さんに案内していただいて南国オフィスパークセンターを見学し
てきたのですが、梅雨の合間の晴天にもかかわらず、市内一帯にかなりの濃さの霧の
ようなものがかかっていました。それがなんと、大陸から飛来している黄砂で、この1、2
年、西風が吹くと大量の黄砂が飛ぶようになったそうです。黄砂は空気を乾燥させると
同時に、紫外線を透過させます。そのため、樹木の新芽や稲の花など、黄砂が来ると1
日でからからに干上がって、ドライフラワーになってしまうのだそうです。これはまさに新
たな公害だと背筋の寒くなる思いがしました。

公文俊平

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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林　　今日のテーマは知的財産制度です。前回

は私と山田さんで技術と法律などについて対談を
行ったのですが、今回は名和さんを入れた3人で

知的財産制度について話してみようということにな

りました。
　まず、私以外のお2人はエンジニアでいらっしゃ

いますが、どういう脈絡で知的財産制度に関心を

持たれたのか。まず名和さんから、知的財産のなか
でも特許をなさるのはまだ分かるけれども、著作権

のほうにいかれたのはなぜか。そういうご経歴とこ

のテーマとの関係をお話いただければと思います。

名和　　まず法律に足を踏み込んだのは、電電公

社のせいですね。70年代に米国のARPANETの真
似をしたシステムを日本で作って、そのネットワーク

を関係会社に広め始めましたら、郵政省から「おま

えのやっていることは共同使用や他人使用1だ。そ
ういうことは電電公社しかできないのだ」という話が

あって、自衛のために公衆電気通信法の勉強を始

めました。それが関わった初めです。公衆電気通
信法というのは、当時、郵政省の電気通信監理官

室と電電公社が知っていればいい法律だったの

ですね。だからそうでない人間として、当時、たぶん
日本で唯一、公衆電気通信法に詳しい人間だった

わけです。その後、いわゆるデータ通信開放の議

論があり、経団連で委員会を編成した時に委員の
1人に推され、自分で勉強しなければならないこと

になったわけです。そういうわけで、法律に足を踏

み込みました。
　つぎにデータベースサービスを始めました。これ

が1980年です。化学会社でしたから薬品のデータ

がたくさんあるわけで、これを国際的にサービスし
ました。オンラインでは国内だけですが、磁気テー

プは海外にも売りました。そのときに、アメリカの出版

社がたいへんな契約書をつくるということを知りまし
た。当方の法務担当者が出ていきましたから、私自

身は契約のことはあまり絡まなかったわけですが、

いわゆる知的財産というものの扱いがたいへんだ
なということは感じたわけです。

　その頃、通産省はデータベースが新しい産業の

一つの分野をつくるのではないかと考え、これを育
成しようということで、データベースの事業者を集め

て団体を作りました。現在の日本データベース振興

協会です。当時はデータベースサービス業連絡懇
談会という名称で、朝日・日経といった新聞社、シ

ンクタンクの野村・三菱、書店では紀伊国屋・丸善、

ほかに帝国データバンク、東京商工リサーチなど13
社が中心となって始めました。

　当時の風潮としては、新しい事業団体ができる

と、まず、役所にいろいろ陳情に行くということでし
た。まず回線開放、それから、データベースの著作

権の確立などに関してアピールしました。私はたま

たま業界代表ということで、いろいろな役所に足を
運びましたが、それなら役所側の審議会などに入

れということで、著作権審議委員会、統計審議会、

科学技術会議など、いろいろ参加しました。
　もう一つ、私のボスが、当時中曽根臨調の財界

代表の委員だったのです。それで臨調委員の私兵

みたいなことを、私はやらされました。私に振られた
のは情報通信関係と科学技術関係でした。第二臨

調から行革審までやっていましたので、行政の中

にどんな仕組みがあり、だれがどこで仕事をしてい
て、どこに決定権があるかということは、大体分かり

ました。

林　　著作権をやったのも、仕事を一生懸命やろ
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うと思ったら理の当然でそうなったという感じです
ね。山田さんの場合は、著作権というよりは特許の

ほうですよね。

山田　　私は1989年にMITのビジネススクールに

行って、いろいろと勉強していた時に、企業間の提

携のような話が非常にたくさん出てきて、日本の様
子に比べるとずいぶん活発だなと思っていました。

「帰ってきたら何をしたいか」ときかれて、「共同研

究や共同開発の交渉をする役をしたいです」と申
し出たら、そういう職場に配属されました。

　向こうで、交渉術の話や知的財産権の基本的な

考え方はいちおう勉強したつもりでいましたが、日
本の某社で共同研究交渉とか委託開発交渉とか

の担当をしたときに、非常に面白いことが起きたん

です。自分の会社の基本方針はこれだというのが
与えられて、そこを出発点に交渉するように言われ

たのでそうしたんです。A社との共同開発の交渉

で、いろいろともめごとがあって妥協して、あるとこ
ろで契約書を完成しました。それで上司に決裁をも

らいにいったら、すぐにもらえたんです。次に、B社と

同じように共同開発交渉をしたんですが、B社もご
ちゃごちゃ言うので、同じように交渉して会社の利

益を考えてある点で妥協して、契約を完成させて

上司のところに決裁にもっていったら「この前もって
きた契約書と今日の契約書は違う」と言うわけで

す。交渉相手が違って落着点が違うのですから、
それは当然なわけですが、「おまえは毎回結論が

変わるような、いい加減な交渉をしているのか」と言

われて、「相手が違うから仕方ないでしょ」と言った
ものの、ばからしくなりました。その時に、この会社で

は、ほとんど役員に近い人でも、交渉とはどういうこ

とだとか、知的財産権――特に知的財産権の扱い
でもめたんですけど――をどう考えて、どう扱うかと

いったことについてはほとんど知らないのだという

ことが分かり、これだったら自分で勉強して判断し
ていかなければいけないと思って、そこからちゃん

とした勉強を始めたんですね。その前にもMITなど

で一般論は習っていたのですが、自分で担当して
切実な問題になって勉強を始めた。そしたら、しば

らくして、標準化と知的財産権の問題について特

別に扱うようなところに転勤になり、たとえば日本工
業標準調査会の委員会の中でもその話をしました

し、知的財産研究所にも呼び出されてそのことにつ

いていろいろ議論するとかいうたぐいのことがたく
さん起きて、なんとなくこの分野に関わるようになっ

てきました。
　

法律家とエンジニア　

林　　この知的財産関連の問題というのは、私も

ゼロから勉強してしみじみ思うのですが、これを大
学の半期12～13回の講義で生徒を飽きさせない
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で話すというのは不可能に近いなという感じがしま

す。きのうも慶應大学で非常勤講師の方の集いが

あって、私が非常にいいと思ってお呼びした電通
の方に「広告特論」というのをやってもらいました。

私がいいなと思った理由は、知的財産、とくに著作

権のようなものを、ビジネスの局面でこんなケース
があって、あんなケースがあって、というのを踏み

込んで話してくれるからだったのですが、きのうは、

その講師の方から、「先生のご意図には反して申し
訳ないのですが、生徒にアンケートをとったら、知的

財産のところは眠くてしょうがないから、そんなもの

はやらないで、広告のコマーシャルとか実例を次々
に見せてくださいと言われて、ついに私は生徒に妥

協しました。ごめんなさい」と言われてしまいまし

た。
　たとえば、民法だけの話をするというと、いろいろ

なケースもあるし、飽きさせないとは言わないまで

も、何かできるような気がするんですね。刑法なら刑
法でできると思うし、憲法もできると思う。しかし、そ

ういった一般法と違って、この法律はすごく周辺に

あるわけです。しかも、もっと難しいのは、ケースを
持ち出すと、そのケース自体が著作権法に触れる

恐れがあるので、著作権の教材というのはコピー

しにくいようにしかできていないわけです。「これが
実は著作権侵害なんです」と見せられないんです

ね。見せる素材が非常に乏しい状態になっていて、

ケーススタディをやろうにも、物証を見せずに口頭
伝授するしかないところが難しいという感じがして

いるのです。

名和　　なるほどね。

林　　哲学というか一般原則というのが、すごく語
りにくい分野ではないかと思うのです。すごくテクニ

カルなものがあって、それが歴史的に積みあがっ

てきていて、だれかが大整理することもなく、パッチ
ワークでできているという感じがどうしてもしたので

すが。それは、違うでしょうか。

名和　　知的所有権の半期の講義をやったこと

がありますが、私は法学の素養がないものですか

ら、多分、教え方が違うのでしょうね。

林　　12回あると、どう教えるのですか。

名和　　私はまず大原則の話をします。きわめて
おおざっぱで、たとえばアイディアは特許で著作権

は表現と、本当は二分法でいかないけれど、まずは

二分法で話す。それで二分法ではみ出た話をす
る。なぜ、はみ出たかと。たとえば著作権も特許権も

政策的に対象にしない場合がありますね。著作権

における法的文書とか、特許権における医療技術
とか。それはいったいなぜだろうと。

林　　それはエンジニアらしいといえば言えます
ね。

山田　　それとはちょっと違う話ですが、たとえば、
特許の話をいろいろな業界の人と集まって何人か

でラウンドテーブルで議論するときに、「こっちの業

界の人とあっちの業界の人は、特許という同じ言葉
を使っているけれど全然違うものを考えているな」

ということが、つくづく分かるときがあるんですね。典

型的な例では、特許といえば「排他権」で自分だけ
が使えるものとして話している人と、「ライセンス権」

だから他人に使ってもらう話だと思って議論してい

る人と、極端にいえば2種類に分かれている。ところ
が、どうもそういうことについて議論ができる国内の

専門家の数というのは限られているようで、ともかく

専門家の先生を集めましたというと、いろいろな業
界の人が集まらざるをえないような状況になって、

そうすると「独占権」を意識している人と「ライセン

ス権」を意識している人がその場で激突してしまっ
て、答えが全く出なくなってしまう。

　もし、どちらかの考えをもった人だけが集まって

議論すればきちんとした答えが出るところを、両方
が混ざってしまっているのでまともな方針が出てこ

ない。それぞれの現状をお互いに勉強し合って終

わるという研究会が多すぎる気がします。同様に、
著作権と言ったときに、昔からの紙の上に書いたも
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のの話をしている人と、映画の著作権だと思いこん

でいる人がいると意見が分かれますよね。そういう

ところがきちんと整理されていないのではないかと
いう気がします。

林　　知的財産制度とはそもそも何なのかという
のは、本当はだれしも一家言もつぐらい語れるよう

なものでありながら、あまりに身近なものであるため

に、理論化し、体系化して話すというのがかえって
難しいのではないかと感じます。それから、その人

の出身とかバックグラウンドで、「象」をこちらから撫

でたり、あちらから撫でたりしていて、その全体像に
なかなか到達しにくい気がしますけれど、そのへん

はどうですか。

名和　　そうでしょうね。

林　　そこで「象」をどうやって立体として見せたら
いいのでしょうか。

名和　　私は、まず鼻があるよ、尻尾があるよ、とい
う見せ方をするわけです。鼻はたとえばプログラム、

尻尾はたとえばDNA配列とします。鼻を著作権で

理解すればどうなる？同じ鼻を特許で理解すれば
どうなる？尻尾の場合はどうか？つまり、特許がある

よ、著作権があるよ、と制度をさきに示すことはしな

い。

林　　実体というのはそうだと思うんです。しかし、

どうも法学者というのは、そこのところ悩みが多くて、
とくに日本の法学の場合は解釈法学で、解釈の力

をつけてやらなくてはと信じているわけです。こうあ

るべきだという政策論あるいは法政策学というの
は、解釈をある程度したうえで出てくるのであって、

最初から政策論が出てくるのはおかしいという発

想が非常に強いわけです。すると、解釈を一通り教
えようとすると、あのぐしゃぐしゃっとなった体系とい

うのをどうやって解釈するかというところに、必ずし

も価値中立的な解釈というのはありえないので、悩
むということの繰り返しのような気がします。

名和　　法律屋さんは、灰色のところが関心の対

象になるので話がややこしくなるわけですね。学生

は灰色のところはどうでもいいわけで、典型的な
話、つまりイロハの「イ」が分かればいいわけです。

エンジニアも周辺領域のハイレベルな議論になる

ところは、ロイヤーにお願いすればいいと考えてい
るわけです。

林　　すると法律屋というのは、いったいなんだと
いうことになりますが。

名和　　交通整理をしてくれているのでしょうね。

経典型か微分型か

林　　ところで学者というのが、プラクティスだけ
やっている弁護士と違って何か存在意義があると

すれば、プラクティスからは出てこない何かをやら

なければ、という話に当然なりますね。知的財産に
ついても、立法論というか政策論というか、それを

やらないと、解釈もきちんとできないという相関関係

がだんだんと分かってきたのではないかと思いま
す。とくにデジタル化がそういういろいろなケースを

生み出してきたので、気運としてはかなり高まって

いると思うのです。ところが、エンジニアの方はすで
に昔から分かっておられて、そこを突き抜けておら

れたのかなと思ったりするんです。

　エレクトロニック・コピーライト・マネージメント・シ
ステム（ECMS）2という名前で呼ばれているのがあ

りますね。つまり、コンピュータが発達してきたので、

著作権の管理がかなり機械化でき、どんなに小さい
ペイメントになろうとも追跡することができるだろうと

いう議論です。これに対して法学者は、最初はどう

いうリアクションだったのでしょうか。

名和　　最初も今もあまり変わっていないと思いま

す。そうなるだろうと信じて疑わないようですね。技
術に対してナイーブでいらっしゃる。

林　　技術がそうなるのだから、そちらのほうへ動
いていくだろうというのですね。それは、自然の流れ
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というか、抗しがたい流れということですか。

名和　　そうでしょうね。私はそういうふうに理解し
ています。一般的には、ロイヤーの方が技術の見方

がすごく楽天的ですよ。

林　　エンジニアの方がむしろ悲観的なんです

か。

名和　　私は、エンジニアというのは自分のやって

いることは間違っているのではないかといつもどこ

か疑っていると思うのです。完全な技術なんてない
のですから。私は昔、ロケットをやっていましたが、

ロケットがよく落ちていました。私の仕事はトラブル

シューティングでした。その後、コンピュータ部門に
移ったらバグの話ばっかりですよね。初めてパケッ

ト通信をやったときは、毎日システムが落ちるわけ

です。ですから、常に、作ったものに間違いがある
だろうという前提で、世の中のものを見ているわけ

ですね。法律屋さんは、自分が作ったものは完全な

ものだというのが前提のようで、うっかり疑おうものな
ら顔色が変わるといった感じですね（笑）。人権に

かかわるから。

林　　山田さんの印象はいかがですか。

山田　　私は先ほどのECMSの話を林さんの勉強
会でしたとき、典型的な技術中心主義、技術です

べてを解決することはおかしいということを法律家

に批判されたので、ちょっと名和先生とは違う印象
をもっています。法律家の中でも、著作権の問題を

解決する道具としてだけ考えれば確かにいいかも

しれないけれど、それが結果的に基本的人権のた
ぐいなど、別のものを犯すという危険があるというこ

とについて、意見をもたれている方がいらっしゃると

思いました。
　ただ、ほかの部分については名和先生と比較的

似た感じをもっていて、エンジニアの場合は、きょう

自分が出した世界最高の性能というのは、あすは
必ずだれかに抜かれるものなんです。したがって、

どんなに素晴らしい大学教授が自分の恩師であっ

ても、弟子は必ずその教授以上の性能を出すのが

当然だと思っているし、先生たちも抜かれて当然だ
と思っているので、そういう意味で、今の自分の世

界最高は必ずしも絶対的な世界最高でないという

ことをすでに理解しているんですね。
　それに比べて、法律家などの場合は、人間の頭

でしか考えられないことで、考えることはほとんど類

似なので、先人が言ったことを、悪意ではなくて気
づかずに、ちょっと言及し忘れただけでも、「あの人

の業績を無視した」といったたぐいの批判が出るよ

うなところがあって、“先人を絶対に抜くことができ
ない病”みたいになってしまう。法律関係の本を読

んでいると、つまらない1920年頃の論文を20個ぐら

い引用して、昔からこういう議論があったとか、延々
とバックグラウンドの説明が100個ぐらい続いて、そ

のあとに、言いたいことがチョロっとあって終わって

しまうものがすごく多い気がします。そういう意味
で、人間が所詮考えることの範囲でやっているから

こそ、自分のものは他人には絶対に抜かせないと

いう意識が強いのではないかと思います。法律家
はそちらの人たちではないかと思っているのです

けれど。

名和　　私は法律というのはバーチャルリアリティ

だと思っているわけです。つまり、どこかにはりつけ

ないときちんとしないでしょう。そのはりつける方法
が、今おっしゃった引用でね。100も200もはりつけ

て、お互いにそれを参照しながら世界を構築して

いくというのが法律なのかなと。はりつけるところが
多いほど、もっともらしさが確実になってくる。

林　　私も技術系メンタリティをもっているらしく
て、人文科学系と自然科学系の差は何かなと考え

ていたんですが、progressがあると考えるかどうか

ではないかという気がしてきました。著作権を考え
るときには、それは非常に基本的なことで、名和さん

のご著書などを拝読して共感するのは、「今、あるこ

とをだれかが言ったときに、その表現やアイディア
を守ってあげることもいいんだけれど、長期にわ
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たって見れば、それは先人の言ったことに何か足し

ただけ」というくだりが何度もありますね。あそこは、

私なんかはその通りだと思いました。ところが、著作
権をずっとやって、特に権利の保護について敏感

な人たちは、そういう発想がなかなかとれないので

はないかと思うんです。

名和　　それはたぶん論文のスタイルの話で、科

学史の中山茂さんが学術情報の流れをたどった
本があるのですね。そこに、ルネッサンスのあと、刊

行物がどう変わったのかということが書いてありま

す。それ以前、本は教典型だったのです。つまり、だ
れかが書いた原典があり、これに注釈がつき、それ

が一つの本になって出る。そして、それにまた注釈

が付く。これが昔のスタイルです。
　ところが、ルネッサンス以降はそうではなくて、

いってみれば微分ですね。今まではこれだけ分

かっているのだから、あとこれだけ足すと。これが
ジャーナルですね。ですから、ニュートンぐらいまで

は経典型で、そのあと、ジャーナルになってきた。ス

タイルが変わってきたのですね。自然科学や自然
科学の周辺にある経済などは、わりとジャーナルの

スタイルになってきているようですが、法律のほうは

相変わらず教典型なのではないかと思います。

山田　　科学技術で論文を書くときにスタイルが

あって、最初のセクションは「イントロダクション」と
いうタイトルを付けるのは常識なんですが、そのあ

と改行して書く言葉は「Recently」であるというのが

決まっているんです。要するに、"recent"の話しかし
ないんです。ちょっと前にだれかがこんなことをやっ

たけど、ちょっと工夫して改良したら速度が速くなっ

たよとか、もっと小さい電力で動くようになったとか、
新しい記憶装置ができたとか。"recent"より前のこと

は、その前の論文を見ればいいんだという、逐次刊

行型で更新していくという体質が非常に強いんで
すね。

林　　社会科学の場合は、たしかに、incremental
なところだけを言いたいというのもあるんですが、

前の人の体系を崩すと、山の一角を崩すように他

の一角も崩れてしまうような気がするので、どうして

も大伽藍を建て直すというふうになってしまう。それ
は学問の質にもよるということでしょうか。

名和　　私が社会科学者から非難されるのは、
「おまえの論文はレトリックがない。ファクトばっかり

でスイスイいってしまって面白くない」ということで

す。そこらへんが違うのでしょうね。「表現」を大事に
する人と、「中身」を大事にする人と。

芸術作品と著作権

林　　「表現」ということについてもっと進めてみた

いと思います。我 は々主として学問的表現のところ

を念頭において議論してきたわけですが、芸術的
要素は学問的要素とは、かなりオーバーラップして

いる所もあるけれども、そうではない所がありますよ

ね。すると、これを知的財産権で守ってくれという人
達の発想からすると、どうでしょうか、またちょっと

違った要素というのがあるのでしょうか。

名和　　全然違うでしょうね。

林　　そこが解けないんですよね。

名和　　それはこういうことではないでしょうか。つ

まり、双方はまったく違う機能と価値を持っているの
でしょう。違うけれども、たまたまテキストになってい

るからということで双方を一緒にしているだけの話

でしょう。

林　　うーん。これを理解するためには、自ら芸術

家でなければいけないのかしら。

名和　　そうですね。

林　　音楽のようなもの、例えば、小林亜星と服部

克久の論争3なんか、その当事者には分かるのかも

しれないけど、周りの人にはどちらに軍配を挙げた
らいいかなんてはっきりと判定できませんよね。
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名和　　芸術の世界にはパロディーというのがあ

りますね。オリジナルの物がわからなければ面白み

がない。これはとくに現代音楽とか現代美術に多い
わけですが、伝統芸術にも本歌取りなどずっとある

ものです。これは著作権法で言うと非常に具合の

悪い話で、同一性保持権という人格権4を損なうも
のですね。日本の場合は、カメラマンの白川義員と

アーティストのマッド・アマノの裁判5があります。あ

れは二回最高裁にいって、前衛美術家などが法廷
へ行ってアピールしてるのですが、結局はうやむや

になってしまったようです。まあ、人格権は動かせな

いみたいな雰囲気で一件落着した感じですね。日
本の場合、あの判例に対するいろいろな解説など

を見ましても、ほとんどの解釈は、パロディーは基本

的にけしからんという立場ですね。そうでないにし
ても、世の中に良いパロディーと悪いパロディーが

あるというような議論があるわけです。私はこれは

大変おかしな話だと思う。
　その点、アメリカには「トゥー・ライブ・クルー」とい

う、ちょっと怪しげなラップミージシャンの裁判が

あって、これは、リリックなものを卑猥な形に編曲し
たという事件です。これはパロディーだ、パロディー

は社会批判の一形態だというのが最高裁の判例

です。だからパロディーによって原作が仮に全然売
れなくなってしまって途絶えたとしても、それはそれ

でしょうがないのだと書いてありました。最後に、こ

んな卑猥な音楽のCDを買う人と、元のリリシズムを
表現した音楽のCDを買う人は、マーケットが違うか

ら原作者は損害を受けるはずはないという極めて

コミカルな話がつながっています。非常に健全な判
断ですね（笑）。そういうところは、つまり今の著作権

法はなかなかうまく機能しないんじゃないかと思い

ます。

林　　絵の世界でも、昔の絵画というのは模倣し

て描いたものがずいぶんあるんですね。それは当
たり前と言えて、たとえば、「梅にうぐいす」という絵

があるとすると、実際に梅にうぐいすが止まってい

る確率というのはすごく少ないですよね。そしてそ
れを描きとめられる能力のある人がそういう機会に

出会う確率というのは、もっと少ない。すると、元が

少ないわけだから、次に描く人は元の絵を見ながら

描いたようなのです。それを一番よく実証している
のは、松井さんという多摩センターの駅前にある美

術館のオーナーで、ご自分もたくさん絵を所有され

ていて、それをデジタル化して今のように教育上自
由に利用できるようにしたいので、それにお金を出

しませんかと言われたことがあります。そのときは著

作権のことをそれほど知らなくて、そのままになった
のですが、どうもこの問題は芸術の根元にあること

を言っているような気がしてしょうがないのです。こ

ういう模倣とか改変とかをどう考えますか。

山田　　西洋美術でも昔は宗教画しか描きません

でしたよね。マリアが生まれたばかりのキリストを抱
いているところに三賢人が挨拶に来たとか、話のネ

タはほんの何十個しかないから、だれが描いても

構図は似たようなものになるんです。そういう意味
では、明らかに、先人が描いた構図を模倣して次

の人も描いているはずなんです。ただ、タッチや

ディテールなどが違っているから絵は違って見える
けれど、基本的な構図はみんな同じですよね。その

あとの時代、たとえば印象派なんかになると、たとえ

ば海ばかり描く人、すいれんばかり描く人というよう
に、一人一人が全然違う対象について描き始めま

した。そのときになって模倣ということが厳しく問わ

れるようになったと思うんですけれど、それより前の
時代の宗教画の時代は、模倣が当然だったのでは

ないかと思います。直感的に。

知的財産権の社会的効用

林　　もう一つは、人格権なのか財産権6なのかと

いう話です。アメリカ的に、人格権のことなど考えな
いでお金の勘定でいこうというのがすっきりしてい

いんですけれど、何が創作的な活動に対するイン

センティブかというのをどんどん突き詰めていくと、
アナログ時代は何かの媒体のところを押さえてお

けば、権利の行使と対価の徴集というのは非常に

楽だったのが、デジタルになってしまうとそこのとこ
ろが押さえにくいですよね。しかも、仮に合法的に押
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さえられたとしても、単価というのがどうなっていく

かというと、ほとんどタダみたいなものがいっぱい出

回るような経済になってきますよね。そうすると金銭
的でない利用度というものを考える必要が出てくる

ように思います。すると、人格権というところに戻って

くるわけですよね。
　5月の連休に著作権法の権威者の1人である斉

藤博先生の『人格権論』をずっと読みまして、これ

はなかなかすごい、よく書いてあると思いました。た
だ、2点ばかり疑念がある。一つは、法律的に言うと

私法の権利だと理解しているので、憲法論などは

まったくやってないこと。二つ目は、人格権的なもの
と財産的なものが問題として両方出てきて、今後は

それを切り離しうるようになってくる。名和さんと前か

らやっているアンバンドリング論ですが、それをどう
するかについて考えていない。とくに、今日的に比

喩として面白いのは、たとえば肖像権は、勝手に写

されたり勝手にコピーされたくないという、どちらか
というと守りの方のことを言っている。それに対して

パブリシティ権は、写したものをブロマイドにしたり

グッズにしたりして売り出そうという経済行為に結
びついたもので、この２つは、表と裏の同じ行為のよ

うであるけれども、人格権的要素と財産的要素と

まったく相反するところにあるわけですね。そのへ
んをどう斬るかという視点を足すと、非常に面白い

議論だったんではないかと思うんです。これは79年

に書かれていますから、その時点で言及されたと
いうのは素晴らしいと思うんですが、これをもう

ちょっと発展できないかなと思っているんです。

　特許なんかも、社会的効用を果たしているかどう
かという評価基準は、どうしたらいいのでしょうか。

たとえば、ライセンス料がすごく高いのは、社会的に

貢献している特許だという見方でいいのでしょう
か。

山田　　独占的に使用する権利があるわけです
から、ライセンス料だけではだめですね。さっきのラ

イセンス料と独占権の話は、ライセンスをしたときに

市場が拡大すると期待される時にはライセンスをし
て、どっちみち拡大しないんだったら、その市場を

丸ごと独占したほうが有利ですよね。だから独占す

るということで市場がどうなると見るかに依存する

んですけれども。

林　　すると、その特許に付随する金銭的リターン

が最大のものが、社会的には素晴らしい特許だっ
たという単純な理解でいいのでしょうか。

山田　　それはそうでいいと思います。ただし、物
差しは他にもいろいろ考えられると思います。

林　　それ以外の物差しというのは？

山田　　本来、特許というのは技術を公開すること

なんです。技術を公開する代償として、何年間かの
独占権とライセンス権を付与して、それによって次

の技術の発展を促すのが目的ですから、いま言っ

たように特許で独占したりライセンスを与えて利益
を稼ぐだけではなく、そのことによってその技術が

社会の主流技術になって、その分野で技術発展が

起きることが、そもそもの特許の目的にかなうことだ
と思うんです。

林　　すると、あるクラスター全体の成長が、本当
は測りたいものだということですね。

山田　　そうです。

林　　そういうのを測った人はいるんでしょうか。

山田　　私は知りませんが、名和先生いかがです

か。

名和　　それは知りませんが、一つの技術の影響

を見るためにパテントマップなんかよくつくりますよ

ね。

山田　　パテントマップというのがまさにそうなの

かもしれませんが、経済学で産業連関表というの
がありますよね。公共投資に投入すると、どこにどう
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派生して、最終的にいくつの効果になるという、ああ

いうのと同じように、この技術を知的財産として保

護することによって、世の中にどれだけ効果を生む
かということを数えなければいけないはずなんです

ね。

　でも、一般的に研究開発費の投資効率というの
を計量的に評価しようと思うと、ほとんど絶望的にな

るんですけれど、それと同じように特許間の連関ま

で評価しようとすると、やったことはないですが、た
ぶん絶望的だと思います。労多くして益少なし。

特許権と著作権

林　　特許の場合は、どういう制度が社会的に望

ましいかについて、なんとなく合意が得られるような

期待があるのですが、著作権については、どういう
制度が社会的にもっとも効果的かという合意は得ら

れるでしょうか。

名和　　合意を得るのはたいへんでしょうね。

林　　利害関係者がそれぞれ自分に有利なこと
を、主張するだけということでしょうか。というのは、

制度が大きく変わるらざるを得ない局面にきている

ような気がするからなんです。一つは、たとえば従
来型二分法で、特許か著作権か、つまりアイディア

か表現かなんて言っているところへソフトウエアみ

たいなものができてきて、それをどっちにしたらいい
のか。政策的に権利の存続期間が長い方がいい

なんていう結論にややなりつつありますが、それが

本当にそうなのかということはありますよね。

名和　　ちょっと話をそらしますが、他の法律の世

界もそうでしょうが、著作権でもいろいろと国際条約
があって、日本だけが特別なものをつくれないよう

な時代になっていますね。そうした面で、一番強力

な流れをつくったのはウルグアイラウンドだと思うの
ですね。つまり、電気通信でもサービス貿易というこ

とで合意したし、標準化には技術的障壁に関する

協定（TBT）ができ、知的所有権にしても、いわゆる
知的所有権の貿易的側面に関する協定（TRIPs）7

ができましたね。ですから、ウルグアイラウンド以降

はすべての分野で同じように市場主導の流れが強

くなっていると思います。そういう枠組みのなかで、
今まではここでしかできないとか、こういうことしか

できないと限定されていた技術が、デジタルなって

ごちゃごちゃになってしまって、国境を越えたり、
サービスの姿を変えるようになってしまったというこ

とだろうと思います。ですから、もとの土台が「国境

なしにやろう、ルールもなるべくないほうがいい、な
るべく余計なルールはつくるな」というのがガットの

発想でしょうから、そういうところでごちゃごちゃ抵

抗しても始まらない。

林　　それでは、こういう代案はどうですか。つま

り、特許と著作権は違う点はいろいろありますが、大
きな違いは、登録する方式か、無方式で8いくかとい

うことと、権利の存続期間が20年そこそこくらいのも

のと、死後50年くらいあるかということです。そこで、
昔風のデータベースの発想でいくと、中央登録機

関があってそこに登録するのですが、今のような分

散型の時代には、例えば、「登録とはこういう行為
だ」ということだけ決めておいて、ウェブに掲載し、

何年以上維持するようにという要件を決めて、検索

エンジンで検索可能にしておく方が、無方式より
は、はるかにその実体を把握しやすいのではない

でしょうか。

　また、これだけドッグイヤーで世の中が動いてい
るので、全体の権利期間も短くするほうが合理性が

あるのではないでしょうか。この2点は、ウルグアイラ

ウンドで共通基盤は作ったけれども、もう一度議論
してもいいのではないかと思っています。

名和　　一つめの登録についてはおっしゃる通り
だと思います。商売をしたい人は、必ずどこかの登

録機関に登録するしくみをすでにつくっています。

それは法律の有無に関わらず、そういうことになっ
てしまっています。ですから、法律屋さんに言わせ

れば、「今でもやろうとすればできるわけだから、な

にも今の制度を直さなくてもいいじゃないか」「無方
式主義でどこが悪いのだ。やりたい人はやっている
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じゃないか」というわけです。そういうことをやらなけ

れば著作権法の保護を受けられないようなしくみに

なれば大勢を誘導できます。実質的には、登録が前
提で世の中が動き始めていると思っています。

山田　　日本で特許を取得する場合は、まず出願
するときにお金を払います。次に、出願しても審査

請求しなければ特許にはならないので、審査請求

の際にお金を払います。そして特許が成立すると
お金を払うというように、3回取られます。

　昨日、某大学の先生から電話がかかってきて、

「なぜ、出願したときにお金を払うのか」と聞かれ、
「1年半後に印刷物にして配らなければならないの

で、その費用くらいは出しているのじゃないです

か」と答えました。すると、「では、なぜ審査のときに
お金を払うのか」と聞かれたので、審査するために

は審査官が労働するから、その人件費くらいは払

わなければならないんじゃないですか」と言いまし
た。「では、なぜ登録のときにお金がかかるのか」と

聞かれたときに、私は答えが見つけられませんでし

た。しかも、特許の場合は、登録したときに登録料を
支払えばそれで終わるのではなく、実は、更新料を

払わなければならないのです。その更新料は、期間

が長くなればそれだけ上がっていくのです。そのと
きには、その理由が分からなかったのですが、その

先生と議論しているうちに、そのようにしておくと、ろ

くでもない特許は更新することに費用がかかりすぎ
るのでドロップされることになり、技術を公開してみ

んなに使わせるというもともとの目的に短い期間で

到達できるからではないかという結論に達しまし
た。つまり、登録するときだけでなく、更新するときに

もお金をとるという面倒なことすることによって、放

棄する方向に働かせていると解釈すればいいのだ
という結論に達したわけです。

　著作権の場合には、おっしゃるように、本にして出

版するとISBNがついて実効的に登録されると思う
のですが、お金も払わないしそれを更新することも

ありません。そのあたりが特許と著作権では少し異

なるのではないでしょうか。著作権のほうも、もともと
の原著作者の知的成果に敬意を表した上で、さら

に文化の発展を促すための制度であるとすれば、

どこかで自由使用に向かって放棄されていなけれ

ばいけないのですが、そこのメカニズムが入ってい
ないというのは、著作権法では改善すべきことだと

思います。

　それから今おっしゃったのは期間の問題と登録
の問題なのですが、もう一つ明らかに特許と著作権

が異なる点は、著作権は世界中に共通する権利

で、特許は取得した国だけで成立する権利だとい
うことです。この違いは大きいと思います。たとえば

インドネシアでユニバーサルスタジオ製作映画の

DVDのコピーをすると、著作権法違反だということ
で怒鳴り込みますよね。裁判を起こして、トラックで

DVDを引きつぶしたりするわけです。それは、著作

権がグローバルの権利だからできるわけですが、
特許の場合には、出願して成立した国でしか権利

主張は基本的にはできません。これに関しては、特

許のほうがグローバルな権利に成長すべきである
と思っています。

名和　　特許と著作権はどこが違うかというと、特
許はだれがどのような権利を持っているかが明確

に分かりますが、著作権は誰がその権利を持って
しっかい

いるのかが、悉皆に登録していないので分かりま
せん。ここが非常に違う。つまり著作権は登記簿の

ようなものがない権利です。そういう怪しげな権利

を、ビジネスできっちり使おうということがおかしい
気がします。ビジネスで使うのであれば、誰の権利

であるかを登録し、お金も納めるという、それだけの

負担をすることが必要でしょう。

林　　権利には義務をともなうということですね。い

ずれにしても、ついこの前、東京大学教授の岩井克
人さんが朝日の夕刊に書いていたんですが、ブ

ルッキングス研究所から出たペーパーによると、97

年か98年のアメリカ上場企業の貸借対照表では有
形資産が3割、無形資産が7割になっていて、20年

前と逆転しているそうです。無形資産をどのように

評価したのかはよくわかりませんが、少なくとも我々
の経済が知的活動に支えられた経済に変質して
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いることは間違いありません。そうすると、工業社会

の基本権が所有権だったということに対比する情

報社会の基本権は、情報財に関する何かの権利だ
というくらいの大きなものになっていると思います。

それをどのように構築するのかということで、さきほ

ど名和さんは、ガットで一応レベル・プレイング・
フィールドができたとおっしゃいましたが、それは工

業社会風にできているのではないかと思っていま

す。これを情報社会風にどのように味をつけるかと
いうと、立法論でやる時期ではないかと思っていま

す。

山田　　アメリカの企業で無形資産の比率が高

いのは、たとえば知的財産権を持っている企業を

買収する際、企業の有形資産だけで評価した金額
よりも高い金額で買収すると、その差額が無形資産

として計上できるからです。日本の場合は、企業の

合併や吸収や統合があまり起きていないので、いく
ら特許を何千件も持っている企業でも、果たしてそ

の特許の無形資産価値がいくらかというのはほと

んど評価されません。日本では有形資産がほとん
どで、無形資産が出ていないわけです。言ってみ

れば、企業買収などが活発に行われる社会であれ

ば、トレードマークやパテントといった無形資産が自
然に評価されるようになると思います。すなわち、日

本はいまだに工業社会で、アメリカのような国が次

の社会のはしりなのかもしれません。

林　　日本の場合には、サービスはタダとか、いろ

いろな無形財の価値評価についての社会的風土
が少し違います。そのへんがそろそろ変わってくる

のかなと思います。ただ、変わってくるには、今の制

度を前提にしてそこに権利を強化するだけでは、
次のところにはいかないような気がします。強化す

るのはいいとしても、強化する面と強化しない面を

はっきりさせることが必要なのではないでしょうか。

情報財の価値

名和　　振り出しに戻るのですが、情報というの
は、完全に経済的な価値として扱えない要素があ

るわけですね。そこが難しいところです。結局、著

作権が自動的に発生するのは、国家権力がチェッ

クしてはいけないという発想があるのでしょうね。

林　　登録イコール検閲のような心配ですね。

名和　　そうです。したがって品質はまずチェック

できないということになりますね。それこそ、作品名

と人の名前と日付けをつけることくらいしかできな
いと思います。それにしても、この歌を誰が作った

のかということはデータベースで調べればすぐに分

かってしまうことがあるわけです。そこには表現の
自由を萎縮させる危険なことがあるのかもしれませ

ん。

林　　私もそこで少し悩んでいます。非常にプライ

ベートな財として取り引きされる面がクロースアップ

されていることがあります。もともとこれは公共財的
なものではありませんから、市場に出てこないという

面もありますし、仲間だけの“おまえだけ情報”のや

りとりという考え方もあります。

名和　　そうでしょうね。つまり、権利の対象になる

ものは、リスクを侵そうと何をしようときちんと出す。
あとは、著作権の法律の外にはずしてしまうというこ

とです。

林　　私はそちらの方は「人格権だけがあって財

産権はない」ということができないかと考えていま

す。

名和　　なるほど。それはそうかもしれませんね。

山田　　半導体の回路パターンの登録制度やプ

ログラムの登録制度は、あるにはあるわけですが、

どう考えても、現実につくられている半導体のチッ
プの数よりも圧倒的に少ない量の登録しかありませ

ん。プログラムも同じです。そういう意味で、審査に

よって検閲の問題もあるので微妙ですが、ともかくき
ちんと登録して守っていこうとしたときに、もうすで
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にやっている制度が役立たずである場合、本当に

同じことができるのかということを考えなければなり

ません。半導体の回路パターンについても、なぜ企
業がその制度を使わないのかということをレビュー

することが必要でしょう。

林　　だいぶ智恵をいただきましたが、最後に言

い残したことがありましたらどうぞ。

名和　　学術分野での著作権の扱いというのは、

いわゆる一般社会でというのとはまったく違うので

す。いわゆる著作権法を守っていく方の立場から言
えば、学術情報はマイナーもマイナーな存在なわけ

です。だから全然問題として出てこないわけです。

アカデミーでは自由流通でいきたいということがあ
ります。それは言ってみればプライオリティだとか

オーサーシップだとかいう概念が生きている世界だ

から、それをどうするかというのは人格権の話がか
らんでくるわけです。今、いろいろな学会のオー

サーシップの定義を集めているのですが、著作権

法の定義とはずいぶん違いますよ。

山田　　学術雑誌というのはどうせ儲からないの

で、経済的な価値の話はせずに人格権の話だけだ
と思うのですが、自然科学系では最近面白い動き

がいくつかあります。たとえば、このあいだの青山学

院大学で新しい超伝導体が発見されたなんていう
ときには、アメリカ物理学会がプレ・パブリシング・

ペーパーサイト（PPP）というのをつくったんです。本

来は論文というのは査読者が審査して、その後に
出版されるのですが、すると時間的な遅れがでて

きてしまうので、ともかく投稿があった瞬間にそれを

掲載してしまう。しかし印刷物にして配ることはせ
ずに、ホームページに載せてだれでもダウンロード

して読んだり、オンラインで読んだりできる。すると、

Aという国では超伝導体温度が35Kで、Bという国
のCという機関はちょっと成分を変えたら43Kになっ

たとかいうのが逐次更新されていきますよね。そう

いうことで、この人がこの温度を実現したんだとい
う業績をともかく登録できるような、要するに、レフ

リーも何もつかないで、投稿してきた論文は無条件

で全部アップロードするというプレ・パブリシング・

ペーパーサイトというサイトを作っているということ
があります。それぐらい、経済的な価値よりも新しい

組成成分の超伝導材料を発明した名誉を誰が取

るかの方が優先されています。

名和　　そうですね。

山田　　それから、さきほど、「特許もグローバル特

許にしたほうがいい」と言ったのですが、ヨーロッパ

では実際に、今までは欧州特許庁というのに出願
すると、出願受理のはんこを押されるのですが、欧

州特許庁に出願したが、実際に特許を取りたいの

はイギリスとフランスとドイツというようにチェックを
つけると、欧州特許庁からそれぞれの国の特許庁

に書類が回送されて、それぞれが独立に審査され

ていたんですね。それが、今度は欧州共同体特許
というのをつくろうではないかという議論が起きてい

るんだそうです。ですから、もしかすると、それがグ

ローバル特許の先駆的事例になるかもしれません。
　しかし、そこについて、問題が二つあるというふう

にヨーロッパでは議論されているらしいのです。一

つは、管轄裁判所をどこに置くかを定めなければな
らないということ。もう一つは、どの言語で書かれた

ものを欧州パテントとして認めるかという問題です。

この二つが、私が読んだ記事に書いてあったので
すが、さらに考えると、もう一つ重要な問題がある気

がします。というのは、そういうことをすることによっ

て審査機関を一つに絞ると、イギリスやフランスや
ドイツの特許庁のお役人がみんなクビになるわけ

です。グローバルパテントを作って1ヵ所で審査を

するということになれば、日本の特許庁のお役人も
いらなくなってしまうわけです。すると、今までの古

い体制の中で国ごとのシステムで生活をしてきた

人たちが失業するという問題が発生して、もしかし
て、それは第3の重要な問題ではないかと思いま

す。

　何が言いたいかというと、情報を自由に流通させ
るとか、技術も自由に流通させるとか、その一部分
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を著作権で守るとか特許で守るとかいうことは、原

則はそれでいいのですが、実行する場合、その部

分に依存している人たちの生活をどうするかという
問題が発生するということにも注意を払わなければ

ならないと思うのです。林先生の放送と通信の融合

とか、著作権の話とか非常にシンプルで分かりやす
いんですけれど、明日から生活できなくなったら困

るというような反対派がわんさか湧いてくる危険性

があると、つくづく思っています。

林　　ご心配ありがとうございます。（笑）

名和　　私はそのへん、比較的楽観的ですが、一

つになっても分散システムだろうと思います。だか

ら、いまのものを残しながらそれぞれ合理化してい
く。

林　　下手をすると過渡期的にはハーモナイゼー
ションのコストがもっと発生する可能性はあります

ね。

名和　　話はそれますが、アメリカのG P O

（Government　Printing　Office）はアメリカの政府

情報をディストリビュートさせるゲイトウェイです。2
年ほど前、GPOの責任者とパネルディスカッション

したのですが、各省庁の独立性が高くて、GPOが

公開に関与するのが難しかった。それがインター
ネット時代となり、分散型システムのまま統合化し、

ゲートウエイの機能を果たせるようになったと言っ

ていました。分散型は集中システムより、ずっとみん
ながその気になるというのですね。教訓的な話だと

思いました。

山田　　そうですね。たとえば日本で出願してもア

メリカで出願してもいいけれど、成立したらそれは

世界特許となるような分散処理をすれば、失業もし
ないし、世界特許も達成されるということになります

ね。ただし、審査官のレベルが共通化されている場

合に限るんですけれど。

名和　　90年代の初め頃までは、香港にしても、シ
ンガポールにしても、イギリスの特許庁がチェックし

ていたのではないですか。それが独立して自分の

ところでやるようになってきましたが。

林　　思っていたより今日はグローバルな話になり

まして、政府の役割のところはちょっと意を尽くさな
かったかもしれませんが、たいへん面白い鼎談に

なりました。

　ありがとうございました。
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1　通信事業が独占であった時代には、コンピュー
タを通信回線に接続して利用する場合の態様に
制限が設けられていた。「共同使用」といって複
数社が回線を共用する場合には、会社間に一定
の資本的・人的関係が必要であり、「他人使用」と
いって自社設備を他社に貸すことは、原則的に
禁止されていた。

2　Eelectronic Copyright Management System：他
人の著作物を利用する際に、著作権の確認や許
諾・支払いなどが電子的に行なわれるシステム。

3　小林亜星氏が「服部克久氏が自分の作曲した
曲の一部を盗用した」として訴えた事件。一審で
は小林氏敗訴となっている。

4　著作者の人格的な利益。著作物は著作者の人
格の発露・流出物であり、著作者の人格と密接に
結びついていることから、著作権法は人格的利
益を保護するため、著作財産権とならんで著作
者人格権を保護している。同法は、公表権、氏名
表示権、同一性保持権という三つの典型的な著
作者人格権を規定している。（三省堂『知的財産
権辞典』）

5　写真家白川義員氏が、スキーヤーが雪山の斜
面を波状のシュプールを描きつつ滑降する様子
を撮影した、カラー写真を作成した。同氏は写真
集に複製掲載して発表した他、保険会社の広告
用カレンダーに複製掲載することを許諾した。と
ころがマッド・アマノ氏は、写真の一部をカットし
白黒の写真に複製したうえ、右上に自動車タイヤ
の写真を合成したモンタージュ写真を作成し、こ
れを無断で、昭和45年頃、自作の写真集および
週刊誌に自己の写真として複製掲載した事件。

6　著作財産権のことで、一般に著作権といえば著
作者人格権ではなく、財産権のことをいう（注4参
照）。

7　ガット（GATT）のウルグアイラウンドに関しての
閣僚会議（1986年9月）において、知的所有権
は、貿易という側面においても重要な問題を含ん
でいるとして交渉項目の一つにとりあげられた。
これは、技術や商品についての世界的規模での
貿易の拡大を背景として、各国における制度の
未整備や不適切な運用が、国際貿易における歪
みや障害をもたらすことが多くなっていることに
鑑みて、貿易的な側面から見た知的所有権制度
の運用についての検討が必要となったということ
である。そして、その成果として知的所有権の貿
易関連の側面に関する協定（TRIPｓ）が発効し
た。

8　権利の発生に登録等の手続を要するものを方
式主義、手続を何ら要しないものを無方式主義と
いう。わが国の著作権法は、著作者人格権および
著作（財産）権の享有には、いかなる方式の履行
をも要しないとして、無方式主義を採っている。

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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　筆者は2001年1月、『デジタル・デバイドとは何か

～コンセンサス・コミュニティをめざして～』（岩波書

店）を上梓させていただいた。この小論では、拙著
で展開していたこと及びその後の思索を、「ポスト

高度消費社会」（PACS:Post Advanced Consumer

Society、「パックス」と読ませる）を構想するという観
点から問い直したい。

　インターネット、移動体通信などの情報ネットワー

クは90年代後半から大きな変貌を遂げ、革新の速
度はとどまるところを知らないように思われる。こうし

た情報ネットワークの変革は技術的革新にとどまら

ず、産業経済活動および社会全体に大きな影響を
及ぼしてきていることも、また疑う余地はない。

　他方、日本社会は、90年代前半のバブル崩壊以

降、大手金融機関をはじめとする相次ぐ大型破綻、
過去最高を記録している失業率などに見られるよ

うに深い混迷の中にある。バブル崩壊から立ち直

れないどころか、不況はますます深刻化していると
いってよい。携帯電話を中心に情報ネットワークが

普及しているようにも思われるが、社会全体の産業

経済活動は一種の飽和感とデフレ感から逃れるこ
とができずにいる。「IT革命」「eビジネス」などの言

葉が人口に膾炙していながら、様 な々情報化指標

をみると、主要産業国をはじめ多くの国 に々比べ、
社会全体の情報ネットワーク化を拒み続けているよ

うにも思われる。たとえば、中小企業におけるイン

ターネット接続率はいまだ40％程度であり、OECD
諸国の中では最低水準にある。

　はたして、情報ネットワークが産業経済活動およ

び社会全体に及ぼす影響とは何なのか。「デジタル
経済」とはどのように革新的なのか。日本社会は、い

まいかなる状況にあり、どこへ向かおうとしているの

か。
　拙著は、「デジタルデバイド」という概念を手掛か

りに、こうした問いに対して答えようとしたものであ

る。「デジタルデバイド」というと、情報ネットワークへ

のアクセスがあるものはデジタル経済の果実をほ
しいままに享受し、アクセスがないと社会から取り

残され、負け組に転落するといったイメージで、

ジャーナリスティックに取り上げられることも多い。
　しかし、「デジタルデバイド」というのは、世界規模

で産業社会が情報ネットワーク化されていくに伴

い、「富とリスクの産出と分配」に関する構造が総体
的に再編成されるという産業社会の歴史的展開に

おいて理解されるべきだ、というのが拙著の大きな

主張の一つである。
　これまでの物理的時空間組織化においては、モ

ノの流れ、ヒトの流れだけでなく、情報の流れも一定

の「地理的隣接性」の範囲内で循環し、集積される
傾向があり、「地域経済」や「商圏」が存立した。もち

ろん情報の場合、言語の問題もきわめて大きいが、

遠隔地を結ぶ通信手段の容量が限られていたこと
もまた地理的隣接性を構成する決定的な要因だっ

たであろう。

　ところが、インターネットとインターネットが作り出
す時空間であるサイバースペースでは、「地理的

隣接性」ではなく「ネットワーク隣接性」が重要とな

る。製造業における世界分業体制の場合、産業国
が情報や知識といった高い付加価値を産み出す

源泉をコントロールし、途上国には、部品や製品の

製造といった付加価値の低い部分が「オフショア
化」されてきた。それが「ネットワーク隣接性」によっ

てつながれたサイバースペースでは、産業国も途

上国も無関係だ。
　また、製造業に関わる知識やスキルは、それぞれ

の生産工程に特有のもので、文化的違いも大きく影

響するが、IT関連の知識や技術の場合、新たな業
務にも学習転移することが可能な要素が多く、業

PACSとしての情報ネットワーク社会を
構想すること

木村忠正(東京都立科学技術大学助教授／GLOCOMフェロー)
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種、産業分野、国による違いも少ない。紙幅の関係

から、ここではこれくらいにとどめるが、こうした変化

は、「富とリスクの産出と分配」に関する世界システ
ムの構造を大きく変革すると予測している。情報

ネットワーク化に伴う「富とリスクの産出と分配」構

造の再編成こそ、「デジタルデバイド」の最も重要な
側面ではないだろうか。

　ご存知の方も多いだろうが、名著『第二の産業分

水嶺（The Second Industrial Divide）』において、著
者のマイケル・J・ピオリとチャールズ・F・セーブル

は、技術的発展が産業社会においていかなる経路

をとるかが決定される短い期間を「産業分水嶺（＝
デバイド）」と呼んだ。そして、大量生産技術が第一

の産業分水嶺により出現したのに対して、現在

（1970年代以降）、第二の産業分水嶺に産業社会
は直面しており、柔軟な専門化体制へと移行しつ

つあると主張したのであった。筆者はこの議論を受

け、「デジタルデバイド」とは、情報ネットワーク化に
伴う世界システム再編成を引き起こす「第三の産

業分水嶺」として捉えられるべきではないかとの問

題提起を行ったのである。
　さて、この「第三の産業分水嶺」としての「デジタ

ルデバイド」は、情報ネットワークに内在する特性か

ら引き起こされる問題であると同時に、「高度消費
社会の成熟」という産業社会の歴史的文脈に深く

規定された問題でもある。むしろ、「高度消費社会

の成熟」と「サービス経済化」の問題こそ、日本社
会がそのもつ意味を十分に認識することが求めら

れ、情報ネットワーク社会として、今後どのような社

会を構想するかにとって中核となる問題だと主張し
たい。「ニューエコノミー」、「破壊的創造」、「IT革

命」といっても、突然無から現われたわけでも、過去

と一切決別した産業経済でもない。これまでの産
業経済の発展、脱工業化や高度消費化といわれる

ような社会文化的変化の延長に位置することは間

違いないのである。
　ここで、「サービス経済トリレンマ」という概念が

大きな重要性をもつ。「サービス経済トリレンマ」と

は、「製造業の黄金期」にもとづく高度成長が終焉
し、高度消費社会として成熟していく主要産業国

経済において、所得均衡、雇用確保、財政均衡とい

う三つは「トリレンマ」（三者択一状況）であり、あと

の二つを実現しようとしたら一つは犠牲になるとい
う議論だ。

　この「サービス経済トリレンマ」という概念を受け、

拙著では、「情報ネットワーク社会のあり方は、このト
リレンマに対する社会的意思決定によって大きく異

なり、類型化される」との仮説を提起した。

　つまり、情報ネットワーク社会が具体的にどのよう
な形態で発展するかは、デジタル経済の特性、情

報ネットワーク化に伴う産業経済活動の変化と密接

にリンクしながらも、デジタル経済に内在する特性
だけではなく、雇用、所得格差、財政負担という三

つの要素に関わる政策、制度と密接な関係をもっ

ているとの仮説である。
　アメリカ社会は、80年代「トリレンマ」に直面した

際、「レーガノミクス」に舵を切り、所得格差を犠牲に

した。その結果、社会経済的格差が垂直方向に大
きく拡大した90年代半ばに登場したのが「インター

ネット」だったのだ。だからこそ、デジタル経済の恩

恵は所得上位層に偏り、アメリカ社会固有の問題と
しての「デジタルデバイド」が生成したのではない

かというのが筆者の解釈である。

　90年代、トリレンマへの対応において日本は財
政赤字を拡大させたが、年間GDPをはるかに超え

る累積長期債務という犠牲と引き換えにした果実

は、必ずしも大きいものではない。日本社会は、これ
まで強い製造業に支えられ、モノを生産し、流通さ

せ、販売、消費する産業を拡大することで経済

発展を遂げてきた。しかし、少子高齢化のディープ
インパクトはもう足元まできている。高度消費社会

が飽和している状況で少子高齢化に直面したと

き、過剰生産力と需要の価格弾力性の低下は激烈
な小売競争を引き起こし、デフレ傾向は強まるばか

りだろう。雇用創出力は弱く、失業率はこれからまだ

高まり、所得格差もアメリカ並に垂直方向に拡大し
ていることを示唆するデータもある。

　したがって、デジタルデバイドというのは、高度消

費社会以降の社会をどのように構想するかという
大きな社会的問いだ。どうも日本社会は、現状に対
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する比較的高い満足感がありながら、未来に対す

る大きな不安感を抱えている（子どもたちは自分た

ちよりも幸せにはなりそうもないとの感覚）ために、漠
然とした将来への不安を抱きながら、現状維持を

指向することで変革を拒み、現状の心地よさのみを

求める社会文化的意識を醸成しているように思わ
れる。しかし、このまま現状を放置すれば、情報ネッ

トワーク化による世界システムの再編成の中で、日

本社会はデジタルデバイドの弱者側に位置し、マイ
ナス成長とデフレ進展という「縮み社会化」により、

大きな社会的危機に直面する可能性もある。

　筆者がこのように危惧し、社会全体としての対応
が必要だと考えるのは、21世紀初頭の10年間で、

急速に少子高齢化が進む社会構造上の大転換を

日本社会が迎えるからである。老年人口（65歳以
上）対生産年齢人口（15歳から64歳）の比は、95年

に、まだ1対5程度あったが、2000年でおよそ1対4に

急減し、今後も、2008年には1対3、2013年には1対
2.5と、現役世代に大きな負担が加速度的にかかっ

ていく。すでに総人口、生産人口、就労人口とも

ピークから下り坂に入りつつあるのだ。より少ない生
産年齢人口でより多くの高齢者を支えるためには、

明らかに、日本社会は高い付加価値を生み出す人

的資源と産業構造を必要としており、情報ネット
ワークの日用品化は、そのために不可欠だと考えら

れるのである。

　過剰なまでの商品開発力、生産力、流通力、販
売力がありながら、すでにモノやサービスへの需要

が飽和し、足りないのが「時間」であるような高度消

費社会で、人口の減少は消費力の減少を意味す
る。日本社会がデフレになるのはあたりまえではな

いか。

　それでなくても日本社会は、モノを大量に生産
し、流通させ、消費する産業経済分野が、他の産業

国に比べて大きい。産業分野別の就労人口を他の

産業国と比較すると、日本は、製造業、建設業、卸・
小売、飲食業の合計が51.3％と、OECD諸国で唯

一過半数を超える。高度消費社会におけるこうした

産業分野は、競争が激しく、価格競争や労働条件
の悪化を免れがたい。

　アメリカ社会は出生率が2ポイントを超え、消費社

会として拡大再生産基調を保っている。天然資源

も十分にあり、食糧も自給自足が可能な程度の生
産力がある。だからこそ、モノやサービスすべてを

商品化し、市場で調達するものとすることで、市場

活性化と引き換えに所得格差が拡大することも厭
わないのだろう。

　それに対して日本社会は、この10年で急速に進

む少子高齢化の中で、情報ネットワーク化に対応せ
ず、産業構造を現状のままにアメリカ型市場原理に

追随すれば、困窮に瀕する高齢者たちが増加して

大きな動揺が広がるとともに、中間層以下の社会経
済的階層はデフレスパイラルの打撃を直接受ける

可能性も高い。民間部門は競争による疲弊によって

収益をあげられず、公的部門は、税収が回復する
どころか支出ばかり求められ、収入のない状態に陥

りかねない。

　第二次大戦後、日本社会は、文明史的に見ても
類稀な豊かな社会を形成してきたが、高度消費社

会が飽和した現在、次世代の社会を私たちがどの

ように構想するか、社会的富とリスクの分配に関す
るソーシャルデザインが切実に問われているので

はないか。その意味で、「脱工業化」や「高度情報

化」という概念に代えて、「ポスト高度消費社会」
（PACS）という概念を筆者は提起したいのである。

　そして、情報ネットワークが持つ力とトリレンマへ

の対応という側面から、PACSとしての情報ネット
ワーク社会を構想し、今後の日本社会の針路を考

える上で、示唆に富むのが北欧社会である。

　現在の日本における議論の多くは、デジタル経
済の成長や社会の情報化を行うためには、アメリカ

のように強い自由市場主義社会であることが不可

欠だと、暗黙裡に前提としているように思われる。市
場原理さえ導入すれば、競争がおきて効率化する

といった印象をもちかねない論調も多い。しかしそ

れは必ずしも自明なことではない。北欧のスウェー
デン、フィンランド両国は、再分配経済を大きくし、

様 な々社会保障を手厚くすることで所得格差の拡

大を抑制し、雇用を確保しようとしているが、それで
もアメリカをはるかにしのぐ情報化を成功させてい
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るIT立国なのだ。

　議論の詳細は拙著を参照願いたいが、北欧社

会のあり方を分析すると、日本社会が少子高齢化
の大きな社会構造変化に適応し、広義、狭義のデ

ジタルデバイドを克服するには、「社会的サービス

部門の情報ネットワーク化」が最も重要であるように
思われる。

　これまで日本のサービス産業は、卸売・小売・飲

食業などの業種とそれ以外との二極化が顕著で
あった。それ以外というのは、金融、保険、不動産、

エネルギー分野、通信産業、医療・教育・公務の社

会的サービス部門、弁護士、会計、経理、監査など
の専門的サービス業務で、これらは従来、さまざま

な規制下にあり、競争原理が働きにくい産業構造を

持っている。したがって、こうした部門は合理化が
必ずしも十分ではなく、高いコスト体質を温存して

いながら、それぞれの分野が専門的知識を必要と

することと直接的な激しい競争に見舞われないが
ゆえに、比較的高い賃金を享受することができた。

それに対して卸売、小売、飲食業などは競争が激

しく、賃金水準、保障水準とも必ずしも恵まれる分野
ではない。ところが先ほども指摘したように、日本の

就労構造は、他のOECD諸国に比べ、こうした産業

への従事者が10ポイント程度も高いのである。
　人口構造を含め拡大再生産基調にある時には、

こうした産業を基軸とした経済を発展させることで

高度消費社会を実現することが可能であっただろ
う。しかし、人口減少から消費力が飽和しつつある

現在、こうした産業分野はデフレスパイラルの衝撃

を直接受けることになる。さらに、eビジネスは卸小
売などの物流をより一層効率化、合理化することと

なり、雇用創出力は下がることがあっても上がること

は期待できない。
　そこで鍵となるのが、これまで規制に守られ、「内

弁慶」で通用していたサービス産業をネットワーク

に解放することである。情報ネットワークが社会に
普及し、情報が流通することは、「情報の透明性」

「説明責任」を明確にできない企業や組織は、ネッ

トワーク上での信頼とプレゼンスを獲得することが
できないことを意味する。医療機関、法律事務所、

学校、教師、研究者、行政機関など、ほとんどのサー

ビス産業は、自らの活動とサービス内容をネット上

に開示することが半ば必然となることにより、これま
で逃れてきた競争に自らを委ねることが不可避と

なるだろう。

　教育をはじめ、従来規制に守られていた日本の
サービス産業は、ネットワークに自らを解放すべき

時が来ている。これまでの論調がややネガティブに

傾いていたが、これはむしろ、日本社会にとって大
きな機会と考えることが十分に可能だ。今後、新た

な付加価値を生み出すためには、ネットワークを介

して積極的に他の文化、社会と交流することが大き
な力となる。これまで日本の産業経済活動は、製造

業における高い技術水準、比較優位性、消費欲求

充足産業における消費ニーズの掘り起こし、情報
環境の構築や接客サービスなどに高いパフォーマ

ンスを示し、多くの知を蓄積してきた。そうした知を、

ネットワークを介していかに世界と結びつけるかは
日本社会にとって大きなチャレンジであり、サービ

ス産業がネットワークに自らを開く大きな意味の一

つがそこにあると考えたい。
　それは量販・量産の工業化モデルと消費欲求充

足産業の競争の中で蕩尽することではなく、新たに

充実した「社会的ケアサービス」をつくりだしていく
可能性を拓く。行政、医療、教育、金融、専門サービ

ス、こうした諸分野が効率性を増し、海外から人と

資本を引き付けるだけの力をつけることができれ
ば、少ない生産人口でも高齢者をケアし、子どもた

ちを十分に育成できる環境を構築することが可能

になるのではないだろうか。
　少子高齢化の影響が目に見えて顕在化するこ

の21世紀初頭の10年間は、日本社会にとって、自

分たちは何に価値を見出し、どのような社会、生活
を実現したいのか、また、PACSとして、いかなる情

報ネットワーク社会を構想するのかが問われる10

年だろう。拙著では、本文の最後に次のように問い
掛けている。

　“日本社会は、情報ネットワーク化を拒みつづけ

ることで「縮み社会」が加速し、産業分水嶺として
のデジタルデバイドのかなたに露となって落ちてい
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くか、一部の人々だけ情報ネットワーク化し、ネット
ワーク隣接性を獲得して、社会内のデジタルデバイ

ドが拡大するか、それとも、情報ネットワークを活用

した共創社会（コンセンサス・コミュニティ）を目指
すかの大きな分岐点にたっているのではないだろ

うか。そしてそれを選択するのは、社会であり、最終

的には私たち一人一人なのである。”

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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　インターネットの普及とともにネットワーク犯罪は急

増する傾向にある。IPv6が本格的に導入され、多くの

機器が直接接続されるブロードバンド時代になれば、

ネットワーク犯罪の危険はますます増大する。インフラ

ストラクチャの一つである通信ネットワークそのものが

破壊され、それによって社会が混乱するサイバーテロ

の発生すら予見されている。

　物的証拠がほとんど残らないネットワーク犯罪捜査

では、通信傍受や通信記録の解析以外にあまり有効

な手法はない。しかし、これらは個人の人権を侵害す

る危険があり、捜査としてどこまでが許されるか、慎重

な議論が必要とされている。

　日本では、通信傍受法が成立施行される過程で

「盗聴法」との非難が浴びせられたこともあって、この

ような議論自体を進めようする意識が低い。また、ネッ

トワーク犯罪やサイバーテロの危険が増すことで、通

信サービス提供者自身が被害者となる可能性も高

まっているにも関わらず、これら事業者の態度は必ず

しも積極的とはいえない。

　このような状況下にあって、筆者は、「ブロードバン

ド時代におけるネットワークのセキュリティ問題では、

個人のプライバシー保護とネットワークのセキュリティ

とのバランスが議論されるべきである」と主張する。

　社会に対するネットワーク犯罪のリスクをどこまで

許容するかということと、犯罪に対抗するためには、ど

の程度の個人情報をだれがどのように使用すること

が許されるのかということの間の解決策を見出すた

めには、いまこそ、通信サービス提供者、通信機器

メーカー、人権擁護団体、法執行機関、法律家など、

すべての関係者がオープンに、かつフランクに意見を

交わし、将来の大被害を未然に防ぐための処置を行

うことが必要であるとしている。

　欧州では、様 な々場で産官学の英知を集めた議論

が活発に行われている。そこでは、政策的な課題、技

術的な課題、あるいは通信傍受の費用負担までが議

論されており、見習うべきものが多い。また、欧米では、

強弱の差はあるものの、通信傍受に関連する標準化

活動が進められている。このような活動は、電気通信

サービス提供者にとっても法執行機関にとっても利益

が多いと考えられ、わが国でも同様に取り組むことが

望ましい。

　インターネットの国際性を反映して、欧米では国際

協調の呼びかけがはじまっている。いわゆるG8各国

の間では、ハイテク犯罪対策政府・産業界合同会合

がすでに二回開催され、三回目は2001年5月に東京

で開催された。第一回の会合は2000年5月にパリで

開催され、個人の自由と私生活の保護、政府のハイ

テク犯罪への対策能力の向上、あらゆる関係者に対

する適切な訓練、ハイテク犯罪対策に向けられた明

白かつ透明性の高い枠組みなど、各テーマに考慮し

た解決策の模索が必要だとの共通認識が形成され

ている。2000年10月にはベルリンで第二回会合が開

催され、ハイテク犯罪対策に関して、犯罪者の追跡・

特定、犯罪の予防、産業界との一層の協力関係構築

という3テーマについて、率直かつ実質的な議論を

行ったとされている。

　この会合に際して、日本からは警察庁、外務省、法

務省をはじめとした官庁、国内企業・団体が参加して

いるが、会合にあわせてオープンな議論が行われて

いるとの話は聞こえてこない。むしろ、欧米の呼びか

けに政府が応じ、関係業界の代表者と様子見のため

に出席しているだけのように見えるという。

　ブロードバンド時代には、ネットワークは国際的に接

続され、ネットワーク犯罪も国際的に実行されるので、

犯罪対策にも国際協調が必要となる。国内でもすべ

ての関係者によってオープンでフランクな議論を開始

し、またこのような国際会合にアクティブに参加をする

ことが望ましい、と筆者は述べている。

豊福晋平（主任研究員）

『ブロードバンド時代の
ネットワーク・セキュリティ』

山田 肇 著

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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講師：公文俊平

　2001年5月9日と6月6日の2回にわたり、公文俊

平GLOCOM所長による、i-civil研究会とIECPとの

合同読書会があった。本書は、『情報文明論』
（1994）の続編として、その後の大きな社会変化を

踏まえて書かれたIT革命の文明論である。

1. IT革命の位置づけ

　IT革命には、まず大きく２つの側面、即ち、（1）更な

る産業化の進展（"スーパー産業化"）と（2）産業化
を超える社会変化（"トランス産業化"）がある。（1）

はさらに、（1-1）第二次産業革命の爛熟（日本はこ

の面では強い）と（1-2）第三次産業革命の突破（日
本ではまだ理解が不十分）の側面に、また、（2）に

ついても（2-1）近代化の第三局面としての情報化

（情報文明）の出現と（2-2）近代文明を超える新文
明（いわばポストモダンへの移行）としての智識文

明の出現というように、合計４つに細分できる。

2. 文明と文化

　生物学のアナロジーで言えば、文化（その個 の々

要素は文化子）は遺伝子型（genotype）にあたり、文
明（その要素は文明素）は表現型（phenotype）に相

当するという意味で、文化は文明の設計原理となっ

ている。さらに、文明の場合には外的環境に加え
て、いわば内的環境（社会の構成員による政策や

計画など）の影響も受ける度合いが大きい。（ただ

し、そのことは文化が遺伝的に伝達されることを意
味しない。文化は遺伝子型そのものではなく、後天

的に学習され伝達されていく。文化の伝達過程は、

反省を必要としないという意味で、ほとんど無意識
的に行われる。）

3. 二つの主要な文明群

　（1）ユーラシア大陸中央部の乾燥地帯に広がる

宗教文明群と、（2）その東西の周辺に位置する西

欧（北米に拡大）および日本の近代文明群とがあ

る。13世紀のモンゴル帝国は、ユーラシア大陸各地
の宗教文明（中国の道教、インドのヒンズー教、オリ

エントのイスラム教、スラブのギリシャ正教）諸国を

政治的に統一して初めて世界史を生みだした。そ
のモンゴル帝国に挑戦する形で、大陸の東西周辺

の近代文明地域において、15～16世紀に大航海

時代、倭寇など軍事・航海革命が起こり、近代文明
はその過程で、新大陸をも「発見」した。宗教文明

が過去準拠・存続志向型文明であるのに対し、近

代文明は未来準拠・発展志向型である。前者が、
世界や人生の意味や目標についての知識重視で

あるのに対し、後者は、目標を実現するための手段

やパワーの獲得、エンパワーメントのプロセスをより
重視する。

4. S字波モデルと近代化の局面

　社会変化の過程を出現・突破・成熟の3局面から

なる「S字波」の概念モデルで理解する。横軸は時

間だが、縦軸は進化の活力というか成果を示して
いる。このモデルを積極的に拡大活用すると、S字

波は互いに一部重複する（前者の成熟局面と後者

の出現局面とが重複する）より小さな一連のS字波
に分解できる。小さなS字波は、さらにより小さなS字

波の連鎖に分解できるというように、社会変化はフ

ラクタル構造を成している。この基本テーゼによれ
ば、近代化過程は16世紀半ばから出現局面に入

り、近代化の第一局面として軍事化による国威の増

進・発揚競争「威のゲーム」が国際社会を舞台とし
て始まり、18世紀半ばから近代化の第二局面として

の産業化に伴って、近代産業企業が登場し、富の

蓄積・誇示競争「富のゲーム」が世界市場を舞台と
して広く行われるようになった。20世紀半ばからの

『文明の進化と情報化』
公文俊平 著
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近代化の第三局面は情報化の局面であって、地球
智場を舞台に「智のゲーム」が普及し始める。このよ

うにほぼ200年ごとに、近代文明の出現から突破

へ、さらに成熟への局面転換が起こった。

５．近代化の第三局面としての情報化

　情報化のS字波は、やはり三次にわたる情報革
命から成ると想像される。まず、1950年ごろから出

現した第一次情報革命は、第三次産業革命と同時

進行しつつ、従来の国家や企業とは異なる「智＝抽
象的・一般的な説得・誘導力」の獲得と発揮を目指

す智業が台頭し、デヴィット・リードのいうGFN

（Group Forming Network）をプラットフォームとする
多種多様なグループが形成され、インターネットは

それらのグループが交流・共働活動を推進するた

めのインフラとなる。ネットワークの価値は、マスメ
ディアの場合は加入者数Nに、パーソナルメディア

ではNの2乗に、そしてグループメディアでは2のN

乗に、それぞれ比例する。番組コンテントが重要な
のはマスメディアであって、後者になるほどコンテ

ンツは相対的に価値を失い、キラー・アプリケーショ

ンもグループ活動支援型アプリケーションの中から
登場してくる。近年見られる大企業用のIPネットワー

ク（VPN）や電源・耐震・セキュリティを強化した電

脳都市（iDCなど）は、第三次産業革命のためのイ
ンフラとして大都市集中傾向が進む一方で、その

外側に各地域で共同利用型の大きなネットワーク

（iCC=Internet Community Centerと呼ぶ）が、その
中心的なノードとして登場する。（カナダのように

ダークファイバを借りて相互接続の地域ネットワー

クの自主運用を目指すコンドミニアム方式、あるい
は今年に入って各国に爆発的に拡大し始めた、広

帯域無線LANをベースにした公衆インターネットな

ど）

6. 第二次情報革命以降

　これに続く2050年頃から出現する第二次情報革
命を想定すれば、そこでは、様 な々グループ（智業）

によって、優れた手段よりは優れた目的（人生や世

界の意味・価値）を発見し普及させる（本格的な）

「智のゲーム」が広くみられるようになろう。さらにそ

れに続く2150年頃からの第三次情報革命では、つ

いに一個あるいは少数の智業による世界観・価値
観の間の大統合が実現するようになり、それととも

に、近代文明とは異質の文明、即ち過去準拠・存続

志向型の智識文明が本格的に出現してくることに
なるだろう。

7. IT革命の転換期

　「情報文明論」の方法は、ラッセル・アコフの議論

を参考にすると、まず機械時代の還元主義、分析

的思考、および機械論（還元主義的因果論）的な
方法ではなく、システム時代の拡張主義、構成的思

考、目的論的な方法によって、「情報化」という社会

変化をより大きな「近代化」の一部として観察し、そ
れに先立つ軍事化や情報化と比較した上で、また

近代文明を、さらにそれ以前のさまざまな文明と比

較した上で、未来を思い描こうとしている点にある。
また、それが考察の対象としているこれからの文明

（情報文明）は、我々自身その一部を構成しており、

それについての理論的記述は、未来の予言ではな
くて、むしろ今後のわれわれ自身の主体的な行為

を通じて実現できる可能性を示そうとしている。

　第一次情報革命の中では、その出現から突破へ
の転換に伴って、従来のマス／パーソナル・メディ

アに加えて、グループメディア（GFN）が出現してく

る中で人 の々行動形態が変わり、新しいタイプのネ
ティズンの登場が見られるようになる。1950年代以

来の第一次情報革命の出現期に登場した最初の

ネティズンは、パテントや著作権、企業経営や経済
運営をコントロールしようとした法律家、テクノクラー

ト、金融やメディアの支配者だったのではなかった

か。それに対し、第一次情報革命の突破期に台頭
してきている「ギーク」たちをその主導者とする新し

い種類の智民は、情報通信ネットワークのインフラも

コンテンツも自分達で作り、運営しようとしている。

■Q&A

Q：ドッグイヤーやマウスイヤーのような指数関数的な変化で、
情報社会ではS字波が拡散しないか？
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公文　　変化の急激なものと、そうでないものが混
在している。全体としては、S字波を弾力的に現実

に当てはめれば、情報化の過程でも、これまでと同

様にS字波のような三つの局面を通過しつつ、変化
は全体としてこれまでとほぼ同じ速度で進行して

いると見ることができるのではないか。

コミュニティ）からの制約も必要となろう。

Q：情報化の次のS字波は何と呼ぶか？

公文：近代文明に関する限り、情報化の次に位置

するS字波はないと想像している。次に来るのは、

未来志向型とは質的に異なる過去準拠型の新文
明（智識文明）となるという仮説だ。

Q：なぜ小さなS字波は100年周期か？

公文　　その根拠は特にないが、これまでの近代

化過程を観察した結果としてそう言えそうだ。正確

にいえば、ほぼ100年おきに、新しい小S字波が生ま
れているように見える。また、周期の中での変化の

レベルというか質は異なってくるとしても、周期その

ものはさほど変わらない。乗り物で言えば、長距離
なら数時間、短距離なら１時間前後といった時間感

覚はそれほど違わないにしても、移動距離は大きく

違ってくる。

Q：S字波の横軸は時間（スカラー量）だが、縦軸は変化量（近
代社会の変化量＝エンパワー）を示すベクトル量ではないか？

公文　　縦軸もスカラー量と想定している。

Q：サイバー空間はリアル空間に属するのではなく、異なる２つ
の活動の場が併存すると考えるべきではないか？

公文　　併存するというのはその通りだ。サイバー

空間の方が利用する上での物理的制約も社会的
制約も小さいと言えるが、ただし、通信技術やセ

キュリティなど技術的制約は大きい。逆に、社会的

制約の少なさがネットワークワーカーの引きこもりや
オタク化現象を生むので、リアルコミュニティ（地域

Q：第三次産業革命期でも、IT産業において富の平準化が見
られないが、今後の展開は？

公文　　軍事化の突破から成熟の局面では、富の

分布の不平等より国民の政治的権利の平等化（参
政権等）に関心が集まる。他方、産業化の成熟（＝

同時に情報化の出現）局面では、政治的権利の分

布の不平等（あるいは、平気で棄権するといった意
味での権利の行使の実質的不平等）が拡大する

が、さほど注目されないようだ。概していえば、近代

化の各局面では、その出現から突破に向かう中で、
その局面に固有の価値（つまり、その局面で増進す

るようになったパワー）のより平等な分配に人 の々関

心が向かうと思われる。それが軍事社会では民主
化への要求となり、産業社会では、富や所得の平等

化への要求となったのではないか。21世紀の情報

社会では、デジタル・デバイド解消要求がそれに当
たる。

Q：過去準拠・存続志向の智識文明は「目的論の知」と考えら
れるが、これは先験知か経験知か、また矛盾世界か無矛盾世
界か？

公文　　智識文明の哲学は多分先験知に立脚し
ているが、哲学はすべて先験知とも言えそうだ。矛

盾か無矛盾かについては自信のある回答はできな

い。

Q：日経連セミナーで、ITはパワー革命（社会革命）ではなく
ツール革命だといった財界人の見解に対するコメントは？また、
誰が主体でパワー・ストラグル（power struggle）を起こすの
か、あるいは予定調和的となるのか？

公文　　パワーは外部から押し寄せるのではなく、
ITという強力なツールを得て人々がエンパワーして

いくことが情報化の最大の意義だ。この結果、不平

等が拡大し、次のフェーズになってある程度の平
等化が進む。なお、米国では近年になってデジタ
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ル・デバイドは意図的にデジタル・オポチュニティと

表現されている。

　なお、パワーを利用した結果として生まれる制度
の中身は、文化や環境の影響を受けざるを得な

い。かつて「日本的経営論」が花盛りだったころ、一

部の経営者の間に、「日本的経営などというものは
ない、私の経営があるだけだ」という反発があった。

確かに、個々の経営者の立場に立てば、自分の経

営をどのように組織していくかは、経営者が決める
ことのように見えるかもしれない。しかし、多くの経営

者が主体的に行った選択の結果を横から眺めて

みると、日本の経営には結果的にいくつかの共通
の制度的特徴が見いだされることは否定できな

い。つまり、まったく自由に何でも作れるというわけに

はいかないのだ。その点を念頭におくならば、これ
からの情報革命の中で生まれてくるビジネスは、ネ

ティズンの主導する第一次情報革命によって作ら

れる自前のインフラとコンテンツを新しい「ビジネス
環境」と考えて、そこに生まれてくる新たなプラット

フォーム上で、智民たちが求める（とりわけグループ

活動支援のための）有用で強力なアプリケーション
を、さまざまな製品やサービスの形で提供するもの

になるのではないか。

識や情報が普及していく過程で、（骨董品のように）
時間とともに変化する可能性がある。

　本日の議論は、おもしろかったが回答するのも難

しかった。第2回目はQ&A中心で、大いに考える
種・ヒントをもらった。どうもありがとうございます。

小林寛三（フェロー）

Q：マスあるいはパーソナルコミュニケーションからグループコ
ミュニケーションへの転換には、どういう意味があるのか？

公文　　時間・空間を超えたグループコミュニケー

ションは6世紀頃から存在していたが、それが今日

ITによって大きくエンパワーされたことの意味が大
きい。なお、智識・情報を生み出して通有しあうよう

になったことで、人間やもの（だけ）ではなく、異なる

知識や情報を（も含めて）測る共通の尺度が必要と
なる。（労働価値説の考えと逆）これを"bit"ならぬ

"wit"と呼ぼうといったおもしろい提案も以前あっ

た。知識や情報は、熟考であれ閃きであれ、その有
用性というか価値は、それを生み出すために費や

された時間にはよらず、それが人々の間で如何に

多く受け入れられ、引用され、思い出されたかによ
るのではないか。しかも、そうした価値は、個々の知

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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　日本人は他の民族に比べても特に外国語に弱

い。その原因の一つに、成人の日本人にとっては外

国語の発音を聞き取ることが生理的に難しいという
事情がある。「私は、話すことは出来ないが、聞き取

ることは大体出来る」という方が時々おられるが、筆

者には信じられない。本当は、外国語を聞き取れな
いから、話すことが出来ないはずなのだ。

　また、日本語は正確な子音の発音よりも単語や

文節のアクセントに重点をおく傾向がある。した
がって日本人は、聞き取れなかった子音の部分は

無意識のうちに予測と補完を行うという習性を持っ

ている。そのため、外国語を聞き取る場合には、ま
すます聞き間違いを起こす危険性が大きくなる。

言語の周波数

　各国の言語の声域には、それぞれ固有の優生な

周波数帯があって、それを「パスバンド」と呼んで

いる。日本語は125～1500ヘルツまでの比較的低く
て狭い周波数帯にある。それぞれの言語を使う民

族の大脳言語野の細胞は、その固有のパスバンド

内の音しか言語として認識しない。それ以下、およ
び以上の周波数の音が聞こえていないわけでは

決してないが、それらの音は聴覚野で言語以外の

音として仕分けされて、言語野以外の感覚野に送
られてしまうのだ。

　日本人にとってはなはだ困ったことには、英語を

初めとする欧米系の言語は、一様に日本語固有の
パスバンドをはるかに越える高い周波数帯を使用

している。つまり、外国語の聞き取りにもっとも重要な

子音は殆どが日本語のパスバンド以上の周波数
帯に属しているのだ。イギリス英語は2000～1万

2000ヘルツの間である。米語はもう少し低くて1000

～4000ヘルツ位、フランス語は1000～2000ヘルツ
の間で、ロシア語を使うスラブ民族は125～8000ヘ

外国語の下手な日本人
青柳武彦（主幹研究員）

ルツという広い帯域を使っている。したがってロシ
ア人は外国語に堪能になる素質があるといえる。広

い周波数帯を聞き取ることが出来るということは、

次に述べる音韻を正確に把握することができること
を意味する。

音韻

　言語の構成要素となる一つ一つの単音に対応

する、それぞれの心理表象を音韻と呼んでいる。音

韻の単位は言語により異なるが標準的な日本語で
は110位ある。英語などの欧米系言語では、音韻の

単位はもう一つ下の段階の音素（Phoneme）であ

る。例えば「ｌ」と「ｒ」、「ｈ」と「ｆ」の区別が重要である
が、日本語では区別する必要はない。la li lu le lo

でも ra ri ru re ro でも同じ「ラリルレロ」として通用

するのである。音韻論の重要な役目の一つは、異
なった言語にどのような音素から成り立っているの

かを決定し、かつそれぞれの音素がどのような特

徴を持っているのかを研究することである。
　面白いことに、このような音素の区別を認識する

のは細胞単位で行われているらしい。つまり「ｌ」を

認識する細胞と「ｒ」を認識する細胞は別なのだ。片
方の細胞しかないと、laとraの違いを区別すること

は出来ない。こうした特定の言語のさまざまな音韻

を区別することのできる細胞の組み合わせ図を、
「音声知覚マップ」という。
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幼児の言語聞き取り能力

　人間は、どんな周波数の音素でも認識するのに
必要な種類の細胞をすべて持って生まれてくる。し

かし、誕生後2年くらいまでの間に頻繁に耳にする

言語の周波数帯に反応する細胞を残して、他はす
べて消滅してしまうのだ。したがって、乳児に英語

やフランス語を絶えず聞かせていると両国語の音

素の周波数に反応する細胞は温存されることにな
る。テレビのCNNのニュース番組を四六時中つ

けっぱなしにおくのは、神経生理学的には意味があ

ることなのだ。ただし幼児が言葉を解するように
なったら、つまり言語野が発達してきたら、その音素

を使った言葉で話し掛けてやる必要がある。そうし

ないと、その細胞は聴覚野の他の部分で発達して
しまって、肝心の言語野で発達しない。

　ただし、フランス語だけを聞かせると「ｈ」を知覚

する細胞は整理されて無くなってしまうから、「ｈ」を
知覚することも発音することも出来なくなってしまう。

「橋」は「足」、「林檎の花」は「林檎の穴」としか発音

できなくなってしまう。日本語と一緒に聞かせるなら
ばそうした心配はない。

米国のクール（P.K.Kur）が行った実験1によると、生

後6ヶ月の幼児にして、すでに自国語の音素特性
の変化（自国語の音声知覚マップ）のみに反応し、

他国後のそれには反応しなくなり始めることが観察

されるとのことである。まだしゃべり始めてもいない
うちに、細胞レベルでの編成替えは生じているので

ある。

　英語のヒアリングで、筆者がいつまでたっても「r」
と「l」がごっちゃになって、 rice （米）と lice（しらみ）

を区別することが出来ないのは、別に勉強不足の

せいでもインテリジェンス不足のせいでもなく、実は
幼児時代における細胞再編成の必然的過程によ

るものと知って、安心したが同時にがっかりもしたも

のである。では、いくら練習してもムダなのだろうか。

成人の聞き取り能力向上のために

　幼児期に死滅してしまった細胞が復活すること
はあり得ない。しかしその後でも、訓練を重ねること

により、別の種類のニューロン2の軸策が伸びてシ

ナプス3を形成し、新たなネットワークを形成する。そ

のネットワークが、死滅した細胞が担うはずであっ
た機能を代替して備えることがあり得る。つまり細

胞ベースではなくネットワーク・ベースで弁別能力

を形成することが可能であるから、必要以上にがっ
かりすることはない。

　成人してから外国語を聞き取れるようにするに

は、日本語よりも高い周波数の音を人工的に言語
野に送り込んで、そこにこれを識別するニューロン

のネットワークを生成することが必要である。それは

長時間の繰り返しの訓練によるしかない。子音を覚
えるのに口腔内の舌の位置などを説明してもらっ

て理解しても、また、正しい発音を覚えても何の役

にもたたない。高い周波数帯の音が聞こえていな
いわけではなく、それを処理する細胞が言語野に

存在しないことが問題なのである。

　ATR人間情報通信研究所の山田玲子研究員
は、成人のボランティアを募って「ｌ」と「ｒ」の識別実

験を行った。light（光）と right（右、権利）、love（愛す

る）と rub（こする）のような単語の272組を、5人のネ
イティブに発音してもらう聞き取りテストを行った。そ

して、テスト結果に基いて組み上げたカリキュラム

により特訓を行った。その結果、被験者の9割近くは
何とか識別が出来るようになったとのことである。た

だし、これは特訓をしなければ識別できないことを

同時に意味しているのだから、安心し過ぎてもいけ
ない。

　聞き取り訓練は、テニスやゴルフなどのスポーツ

の練習と同じで、長時間かけて繰り返し繰り返し練
習をすることにより、脳の言語野にニューロンのネッ

トワークを創生するのである。レコードやテープ、CD

を何回も聞いたり、映画を繰り返し見る（聞く）ことも
有用である。

　また、音声回帰といって、低周波（例えばヘルツ

以下）をわざと遮断してしまって高い周波数帯の音
だけを言葉として聞く練習をすることにより、言語野

に新たなニューロンのネットワークを作る方法もあ

る。新しい言い回しを覚えるためではないから、良
く知っているやさしい（しかし聞き取れない）表現で
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よい。今まで言語以外として処理されてしまった音
を、言葉として注意して聞くことにより、強制的に言

語野に送り込んでしまうのだ。はじめはその音を処

理する細胞がないから聞き取ることが出来ないが、
少しずつ判るようになる。

　高周波の音を豊富に含んだモーツァルトやグレ

ゴリアン聖歌などの音楽を聴くのは、精神の安定の
ためには非常に良いが、外国語を聞き取る訓練に

はならない。高い周波数の音を聞きとって、それを

音楽を愛でる領域で処理できるようになっても、外
国語の聞き取り能力には関係がないはずである。

音楽家でも外国語が下手くそな人がいるのは、極

めて広い周波数の音でも自由自在に楽音として処
理する細胞が発達しているくせに、言語野に限って

は普通の人と同じで、1500ヘルツまでの周波数し

か処理する細胞を持っていないからである。
　外国語が聞き取れないのは、高い周波数の音が

聞こえないからではなくて、それを脳の聴覚野が仕

分けの段階で言語野以外の感覚野に送ってしまう
からである。もっとも言語野に送られても、それを処

理する細胞もニューロンのネットワークも存在しない

から、初めのうちは認識できないことには変わりはな
いが、訓練にはなる。次第にニューロンのネットワー

クが形成されてきて、ある日突然に聞き取ることが

出来るようになるのだ。
　学校の外国語の教師は、その外国語固有のパ

スバンドの周波数帯の音声で生徒に話しかける能

力を持っていないと役に立たないことになる。日本
の英語教育も、このような神経生理学的な見地から

検討し直す必要があるのではなかろうか。

1　山鳥重『ヒトはなぜことばを使えるか』1998 講談社

2　脳はニューロンと呼ばれる神経細胞と、それをとり
まくグリア細胞から出来ている。一つのニューロンは
本体とも言うべき「細胞体」と、そこから多方面に伸
びる「樹状突起」、さらにはその先に長く伸びる「神
経線維」からなっている。

3　ニューロン同士の接合部。1個のニューロンの表
面には、他のニューロンから伸びてきたシナプスが
多数見られる。一つのニューロンには100から時に
はなんと10万個ものシナプスが見出される。成人で
は平均して1万個といわれている。

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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講師：ジェームス・アダムス（iDefense社創設者）
ブライアン・ケリー（iDefense社CEO）

　5月24日、インフラストラクチャー・ディフェンス

（iDefense）社のジェームス・アダムス氏とブライアン・

ケリー氏を迎えて、IECPコロキウム「米国におけるサ

イバーセキュリティの現状と展望」が開催された。同

社は、米軍関係省庁ほか、米国の政府機関や大手金

融機関にサイバーテロ関連の警戒情報を提供する会

社で、米国バージニア州に本拠を置いている。

　最初に発表を行った創設者のアダムス氏は、12冊

の著作を持つ論客であり、戦争の原因と結果の研究

に生涯を捧げてきたという。現在は、未来の戦争の姿

としてのサイバー戦争の意味について考えているそ

うだ。サイバー戦争はもはや絵空事ではなく、現に今

年4月から5月にかけて、米中間で激しいシステム攻

撃が行われた。昨年の10月から始まったイスラエルと

パレスチナの間のサイバー戦争はいまだ終わってい

ない。悪意を持ったコンピュータ・ユーザーだけでな

く、国家が組織的に関与する可能性もある。

　今日では、ほとんどの国が情報革命を奨励するよう

になってきているが、サイバー戦争の問題がどれくら

い深刻なのかは、あまり理解されていない。サイバー

戦争においては、攻撃の仕方がますます高度化して

きており、被害が大きくなる傾向にある。変化のペース

は加速度的に速くなってきており、この問題に対処す

ることは、我 に々とっては大きな挑戦となる。これに責

任を持って立ち向かい、新しいチャンスとしてとらえ、

新しい技術がもたらす負の面を超えた明るい展望を

切り開いていく義務があるとアダムス氏は指摘した。

　続いて発表を行ったCEOのケリー氏は、米空軍に

おいてサイバー戦争に関する調査研究.プログラムに

関与し、退役後は民間企業でセキュリティ・コンサル

ティングの責任者を務めた経歴を持つ。ケリー氏は、

インターネット犯罪が増えていることは確実だが、どの

くらいの犯罪が、どのように行われているかという実態

を確かめるのは至難だという。企業は信頼維持のた

めに被害を公表しないが、不正アクセスを行うための

情報やソフトウェアを提供しているサイトがすでに3万

にものぼっているという。インターネット犯罪の理由は、

金儲け、尊敬の獲得、好奇心、スパイ、復讐、理想主

義の追求、アナーキズム、無知など、多岐にわたって

いる上に、企業が理想として求める管理レベルと実際

に可能な管理レベルには大きな乖離が生まれてきて

いる。

　ケリー氏は、サイバーセキュリティに対処するには、

技術的なことだけでは不十分で、経営的な要素が大

きいと指摘する。情報革命の望ましくない副作用をど

のように克服するか包括的な目で考えるときが来て

いるということを、経営者が十分に自覚しなくてはなら

ない。

　二人のプレゼンテーションに対して、フロアからは、

「米国が、中国、ロシア、イスラエル、フランス、インドな

どの外国製品はセキュリティ上信頼できないから買わ

ないというのであれば、日本も米国製品を買えないと

いうことにならないか」との質問があった。これに対し

てアダムス氏は、「他の国々では政府諜報機関とメー

カーの間に強い連携があるが、米国の場合は完全に

分断されており、政府と連携した製品を作れば瞬く間

に信用を失うため、米国政府が民間の製品に細工を

加えることはあり得ず、米国製品は安全だ」と答えた。

また、「企業だけでなく家庭のセキュリティを考えなく

ていいのか」という質問に対してケリー氏は、「実はそ

の点がほとんど考慮されておらず、家庭が企業シス

テムへの抜け道になる可能性があるという点で、今後

大きな課題となるだろう」と答えた。

　このコロキウムには50名を超える参加者があり、日

本においてもセキュリティ問題に関心が集まってきて

いることをうかがわせるものになった。

土屋大洋（主任研究員）

米国におけるサイバーセキュリティの
現状と展望

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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はじめに

この連載エッセイでは、村上泰亮の論考の内、以下
の三つを順次とりあげる予定でいる。

村上泰亮の論考をめぐる旅（１）
西山 裕（主幹研究員）

　村上泰亮が一貫して見つめていたのは、文化と

文明をめぐる思想、言いかえればある総体的解釈
を回復する道筋であったといえるだろう。その意味

で、文明の転換点を現象面からもとらえ、その構造

を明らかにしようとする意図をもった「大衆社会論」
に注目していた。まずはじめに、「ゆらぎの中の大衆

社会」にそれをたどってみよう。

大衆社会論の系譜

　わたしたちのまわりでは、「大衆」という言葉が多

様な意味で使われている。「大衆消費」や「大衆社
会」という言葉も、その意味は一様な使われ方をし

ている訳ではない。「大衆消費」については、産業

化の進展と技術革新との関係を見据えて検討しな
ければならないが、それは次回の『二十一世紀シ

ステムの中の時間』以降をたどる中で見ることとし

て、今回は、「大衆社会」とはなにか、そして現代社
会は「大衆社会」状況にあるのか、という議論に焦

点を結んでいくこととしよう。

　「大衆社会論」は、「大衆」というものが社会の表
面に大きく登場することによって始まる。それは、社

会の平等化と産業化の進展によって、力を持った

「大衆」の誕生であった。まず、フランス革命と産業
革命が「歴史の表面に大衆を解き放った」（オルテ

ガ）、その社会現象の大きな潮流を捉えた時期を、

「大衆社会論」の第一期といって良いであろう。そ
して、第二次大戦を通じて「大陸ヨーロッパからアメ

リカへと文明の指導権の譲位が行われた」（村上）、

その分析と理論化をした時期を第二期に大きく分
けられる。村上は、トックヴィル、ブルクハルト、オル

テガを挙げ、「これら三人のヨーロッパ的知性を代

　１．「ゆらぎの中の大衆社会」初出『中央公論』
1985.5

　２．「二十一世紀システムの中の時間」初出『中央

公論』1984.11

　３．「世紀末文明の現象学」初出『季刊アステイオ
ン』1987.1

　『新中間大衆の時代』が一冊の書物となって世
に出たのが1984年1月。その後の大著『反古典の

政治経済学』が出版されたのが1992年8月。今回

たどろうとする三つの論考は、この二冊の著作には
さまれた1984年から1987年にそれぞれ掲載され

た。その内容はその後もひきつがれ、『反古典の政

治経済学』に発展したかたちで反映されている。つ
まり、村上の視線が追った思想の大きな流れが、こ

の三つの論考の中に立ち現れてくる。わたしたち

は、その姿をたどることができる。
　それにしても、村上の論考はどれも内容がたい

へん豊かである。それらは多層的な視点を持った

構造があり、そこに埋め込まれた要素のつながりは
個別の論考の中にとどまらず、相互に関係し合って

通奏低音のごとき響きを発している。その全容を解

説することなど、とてもわたしの手にはおえない。ま
た村上の文体は独特のテイストを持っている。それ

を伝えるためと言い訳をしつつ、実はわたしの非力

な読解力によって、引用に多くを頼ることとなった。
お許しをいただくとともに、これを機会に原論文を読

んでいただけることを願っている。

大衆社会現象と文明の転換点

  「ゆらぎの中の大衆社会」を中心に
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表する存在の議論をたどれば、われわれは「大衆

社会論」の原型、あるいはその第一期形成の本質
を知ることができる」とわたしたちを導いた。

　まず、上記３人の活躍した時期を確認しておこ

う。それぞれの思想家が活躍した時期のずれと、そ
れぞれが行った社会現象に対する解釈を重ね合

わせることは興味深いが、ここでは年表に書名を記

するにとどめる。（上図参照）
　オルテガを代表とする第一期大衆社会論は一

般に、「外的」構造（階層制度）の支えなしには、文

明の中核的価値の維持と強化が図れないと考え
た点に限界があった。文明の指導的役割はヨー

ロッパにあり、特にそのなかに、ある指導的階層を

形成しなければ成立しえないと考えていた。そのた
めに、平等化が進むアメリカという新しい社会が内

包していた可能性から、オルテガやブルクハルトは

目をそらすことになる。そうした中で、当時（1830年
代）のアメリカ社会が持っていた新しい潮流を、正

（ポジ）の像として定着させたトックヴィルの想像力

には驚くべきものがある。トックヴィルは「平等化傾
向のうえに、それなりの価値を中核としたしかも強

力な社会が成立するというシナリオを鮮やかに描

いてみせた」と村上は書く。しかしそのトックヴィル
にしても、「十九世紀後半以降の産業化の巨大な

運動量は、彼のすぐれた予見力をさえ超えていた」

という村上の指摘は、現在のわたしたちが産業社
会から情報社会への移行を考え、その行く末を構

想する上で重要な示唆を含んでいると思える。

　今わたしたちは、産業社会と情報社会の動きが
重なり同時進行する複雑な時代に生きている。村

上は先行する文明と次の時代を担うX文明との転

換期において、ひとびとが想像力を発揮し、将来像
を正しく結ぶことの困難さを示した。

「（やがて）先行文明は大衆社会状況を示しながら

衰弱していくだろう。したがってX文明への転換期
には、どこかで、そしてどれかの側面で大衆社会状

況が出現する。

　しかし厄介なのは、それと同時に新しい文明の
胚芽が、やはりどこかで、そしてどれかの側面で生

まれてくるということである。しかも先行文明の眼か

らみれば、寄生しているにすぎない異常なものの肥
大と、やがて新種に成長する新しい芽の発生とは

共に負の存在であり、両者を識別することはあまり

にも難しい。先行文明の理想型と現実との間に生じ
るズレの拡大の中に、トックヴィルがしたような正

（ポジ）の像の発見が可能なのか。そのような課題

を転換期の人間は課せられる。」
　こうした転換期の思想的課題を村上と共有しよ

り発展させたのが公文俊平であり、その著作『情報

文明論』（1994年）と、最新著作『文明の進化と情報
化』（2001年）へ続く一連の仕事である。

外的構造・内的構造を軸にした分類図式

　ところで、後にコーンハウザーが「貴族主義的大

衆社会理論」と呼んで批判した第一期大衆社会論

について、わたしたちが勘違いをしてはならないの
は、知的な能力や訓練は文明の全体的展望をもつ

ために必要ではあるが、知的な人々がその文明に

とって適切なエリートであるとは限らないという認識
を明確にしていたことである。オルテガらのこうした
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認識は西部邁や村上も同様であった。『反古典の
政治経済学』で村上は、穴倉に閉じこもり保身的に

専門化する人 を々痛切に批判している。少し長い

けれども引用しよう。

　「制度が豊かさと安全を保障する現代の高度大

衆消費社会では、インテグリティへの感覚の鈍さに
ついて、一人一人が生活の上で責任をにわかにと

らされることもない。人 は々、一貫性の追及を放棄し

ようとし、そしてその放棄を互いに許し合おうとして
いる。そのうしろめたさを忘れるために、正義のた

めの犠牲の羊が作り上げられる。その意味で現在

の大衆社会状況は、思想の衰退を加速している。
＜中略＞

インテグリティの崩壊や、アイデンティティ喪失の不

安から逃れるためにもっぱら他人の思想を口移し
に借りてくる人 、々群がることによって生きていく人々

がいる。彼らをここでは「大衆」と呼ぼう。大衆の反

概念は、周知のように「エリート」である。しかし現代
のエリートは、殆どが「専門家」である。専門家たち

は、専門を超える問題からは視線を逸らして自分の

穴倉に立てこもろうとする。したがってオルテガ＝
西部邁のいうように、殆どの専門家たちもまた大衆

である。なぜなら、彼らも穴倉の外では他人の考え

を借りることによって生きていくことになるから。官僚
やジャーナリストや学者がそれぞれ得意の分野で

示す有能さに欺かれてはいけない。彼ら現代のエ

リートは、思想の衰弱に最も巧みに掉さして、自分た
ちの組織・業界・学界を守る人々であり、まさしく現

代の「大衆」の最も進化した変種なのだから。」（『反

古典の政治経済学』第１章／思想の解体する時）

　先に上げた「外的」構造＝制度構造に対する「内

的」構造＝自立的な判断構造について考察する重
要性がここにあるといってよいであろう。村上は、

コーンハウザーの有名な社会構造の整理図式にこ

うした内的・外的構造の考えを入れ、以下のように
整理しなおした。

そして村上はこのように解説している。

　「彼（コーンハウザー）のいうエリートの自律性の

軸は、実は自律性そのものの軸ではなくて、社会の

中核的価値を守る制度化、とくに階層制度化の強

弱の軸である。そして彼のいう非エリートの自律性
の軸は、実は中核的価値が人 の々判断構造の中に

どれだけ内化（内在化）されているかの軸であっ

て、エリートに関するものか非エリートに関するかは
本質的な問題ではないのである。

　前者の軸は、われわれのいう古典的な第一期の

理論、コーンハウザーのいう貴族主義的理論の重
視した軸であって、この種の理論は、外的構造、制

度、とくに階級制度に注目する。後者の軸はわれわ

れのいう第二期の理論、コーンハウザーのいう民主
主義的理論の重視した軸であり、この種の理論は、

中核的価値が人 に々内在化し浸透していくことに

期待を抱くのである。」

期待と危機感の地域社会

　前記した分類図式で見るならば、「大衆社会」と
は、外的側面と内的側面の両面において構造が弱

くなった社会ということができる。村上は「ゆらぎの

中の大衆社会」の冒頭で「大衆」の原語である
mass にふれ、「本来形態の定まらない質量（マッス）

を、つまり無気味な無定形性を暗示している」とし

た。そのうえで、「大衆社会（mass society）」の元来
の語感には、無定形な、構造を失った非人間的な

集塊という含みがあり、一方の日本語としての「大

衆」は親しみをもって呼ばれるところの“多くの人々”
を指しており、このようなヨーロッパ語感的な無気味

さはかつて登場しなかったことを指摘している。し

かし現在のわたしたちは、こうした語感の片側に単
純に共感することはできないように思える。わたした

ちは「大衆社会（mass society）」の持つある種の無

図１：コーンハウザーの整理図式を村上流に解釈を変えたもの（西山作成）
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気味さをたしかに見ている側面と、日本的な「大
衆」のあまりにも人間的なゆえの弱さと可能性を見

る心象の両方を、現代社会の「ゆらぎ」の中に感じ

ているのではなかろうか。
　今の日本に生きるわれわれの「大衆社会」感は、

欧米の、特にアメリカでのコミュニティに対する危機

意識と共通するものがあるように思える。日本でも、
益々社会的に分断されていく個と急速に進み始め

た情報化の進展によって、ひとびとはmass societyと

いう語が含む無気味さを感じ始めている。同時に、
高齢化、少子化、核家族化、教育制度の無力化、倫

理的基盤（イエ社会としての企業や地域コミュニ

ティ）の弱体化は、従来日本人の多くが持っていた
「大衆」の一員としての共有感を喪失させつつあ

る。

　一方、アメリカでもアンドリュー・シャピロが「コン
トロール革命論」の中で、「利己的および社会的な

両面の理由から、ローカルなところに焦点を合わせ

ることの重要性を認めよう。理想的とはいえないに
しても、真の帰属感をもち、経験を共有しコミットメン

ト感を生み出せるところは、そこしかないのだ」とい

う悲壮とも思える叫びを上げている。そこには、地域
社会に新しい秩序形成の役割を期待する気持ち

が、世界規模で大きく働いていることがうかがえる。

このことは、現代社会が「大衆社会」状況にあること
を示しているともいえる。

　今後、村上が論じたところの内的構造＝ひとびと

の自律性を強化し、分断された個人相互の連携を
促進するとともに、制度的構造の弱体化を補完する

形で機能するさまざまな中間的組織が重要な役割

を果たすことになるだろう。特に地域社会での中間
的組織の役割は大きい。現在その一部がNPOなど

の形で現れ始めてはいるが、そのような中間的組

織の形態と形成過程はさまざまであって、当分の間
のわれわれは、多くの試行錯誤に耐えていかなけ

ればならないだろうと思われる。村上も書いている

が、現代社会では強力な権力を行使して階層制度
を維持するという手法がとりえないことを考えれば、

社会を構成する人々が、自律的に考え行動する強

さを持たなければならない。村上は『生涯設計計画

－日本型福祉社会のビジョン』（共著）の中で、新し
い社会の人間像は「強い、安定した、自由な個人」

であるとした。そのとき、おそらく社会は多元的であ

り、そこに向けた移行過程が分権的社会システム
を構築する作業であることは間違いないだろうと思

われる。

そして旅のつづきへ

　村上の中では、歴史の大きな流れとその中に立

ち現れるさまざまな現象、そしてその時代を生きた
思想家個人の思索が、まるで動画によるコラージュ

の如く描かれていたのかもしれない。「ゆらぎの中

の大衆社会」をたどる旅は、この論考の結びを引用
することで終わることにしよう。そして産業社会の性

格を「生産と時間」「消費における時間」といった、

「時間」というものを軸にした切り口からたどる「二十
一世紀システムの中の時間」へこの旅を進めること

にする。

　「現在われわれは、二重、三重、あるいは四重の
文明の視点にとりかこまれている。二十世紀型産業

文明はある面では衰えつつあるようにみえる。しか

し産業化そのものについても、独走状態の先端技
術の華 し々さからは活性化のイメージをうけとること

もできる。戦後日本型の亜文明は追いつくことを中

核的価値としており、本質的に過渡的な性格をもっ
ている。それがまさしく歴史的な使命を終えたとい

う実感も深い。しかしその中から、固有文明が再び

自己主張を始めている。
　さらにいえば、ヨーロッパ文明の壮麗さに対する

われわれの敬意も全く失われてはいない。これらの

作り出すさまざまの重複する「ゆらぎ」の中から、将
来についての正の像を結んでみようとする努力が

さまざまな人によって行われているのであろう。中

核的価値がこの文明の重複効果の中で不確かに
なっていることは確かであるが、しかし、状況は単

純な「大衆社会」のそれではあるまい。時には大衆

社会を思わせ、時にはX文明を思わせる「ゆらぎ」の
中で、眼を凝らす時期はまだまだ続きそうである。」

（村上泰亮「ゆらぎの中の大衆社会」より）

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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講師：中村広幸

　5 月3 0 日、情報環境研究所代表取締役/

GLOCOMフェローの中村広幸氏を講師に迎え、標

記講演会が実施された。本稿はその講演の概要を
報告するものである。（なお、29日に電子情報技術

産業協会（JEITA）で同種の講演会が開催され、カ

リフォルニア州立大学のBud Rizer氏が関連する講
演を行っているので、その一部も紹介し、読者の参

考とする。）

　情報バリアフリーは、情報自体のバリアを解消
し、また情報へのアクセスに関わるバリアを解決す

ることによって実現する。しかし、前者は言語や表

記に関わる問題であり、解決には長い年月を要す
るため、ここではアクセスに関するバリアフリー化の

動きを中心に、特にアメリカでの最近の話題を紹介

した。
　情報アクセスへのバリアは、ハードウェア、ソフト

ウェア、制度や社会環境のすべての側面に存在し

ている。アメリカでは、1990年に制定されたAmeri-
cans with Disabilities Act (ADA)を基本法として、

その解決に向けての取り組みが強化されてきてい

る。その一連の流れの中で、1973年に制定された
Rehabilitation法が1998年に改訂され、508条が新

たに設けられた。

　508条は、連邦政府および関連機関、さらには連
邦から助成を受けている機関（各州政府や各大

学）が調達する電子・情報機器、ソフトウェア、コ

ピー機などのデジタル機器やホームページは、障
害者にとっても利用可能でなければならないと定

めている。利用可能とはどのような条件を満たすこ

となのかということについて、2001年4月に連邦調
達基準が官報に公告され、6月から508条が適用さ

れることになっている。

降は計画に沿って調達を実施することになってい
る。その計画は、すでに利用しているコンピュータ
などを即日破棄するというようなものではなく、むし
ろ時間をかけて障害者にも利用可能な機器に入
れ替えていくというもの。

情報バリアフリーに関する欧米の動向
新たな非関税障壁か？

※Rizer氏によれば、各機関は6月21日までにそれ
ぞれのバリアフリー機器の調達計画を作成し、以

　アメリカの大学では、映像を送信して遠隔講義を

することがある。しかし、映像だけでは、聴覚障害
者は理解できない。そこで、これからは映像に字幕

を付加して送信することが必要になる。各大学は、

いつまでに字幕を付加するようにするか、計画を作
成し公表しなければならない。連邦機関が提供す

るホームページも同様に、たとえば視覚障害者が、

音声読み上げソフトウェアを利用して聞き取れるよ
うに作成しなければならない。障害者は、不満・不

便を感じたら訴えることができる。

　マイクロソフト、IBM、サン・マイクロシステムズな
どの各社は、政府からの要請もあって508条への対

応を強化している。PDFファイルで有名なアドビ社

も同様である。カナダでは、ホームページの見え方
や操作方法を統一するように政府が自ら動き出し、

そのような政策を通じてカナダ系各社の508条への

対応能力を強化しようとしている。ヨーロッパ系のノ
キアなども同様である。一方で日本企業の多くは、

508条のインパクトを図りかねている状態にある。

　この法律にうまく対応できなければ、アメリカにお
ける市場を失う恐れがある。508条は連邦政府とそ

の関連機関だけに適用されるルールであるが、ア

メリカでの同種の問題に関する動向を見ていると、
次第に民間企業にも波及するだろうし、その先には

諸外国にも同様の要求をするようになると予測され

る。「日本政府の英文ホームページは障害者にとっ
て利用できないもので、アメリカ市民の利益に反す

る。日本語のホームページについても同様で、日本

国民にとっても利益に反する。したがって早急に改
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善すべきである」という論理で、米国製品の調達を
暗に要求するかもしれない。いわば「新たな非関税

障壁への懸念」である。

　しかし、この情報バリアフリーの問題に関しては、
むしろそれを好機として捉えて、日本企業は自社

製品を積極的に改良する方向に動くべきである。高

齢者人口は増加の一途をたどっており、これら高齢
者は何らかの障害を抱えるようになる。そのことを考

えても、この分野の市場は拡大傾向にあり、日本企

業は、特に情報家電分野を中心に取り組みを強化
すべきであるというのが、中村氏の主張であった。

山田 肇（主幹研究員）

http://www.glocom.ac.jp/top/publication.j.html
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【訂正】
2001年5・6月合併号の表紙目次に
ある「Back to the Basics」は、「Back
to Basics!」の誤りでした。お詫びし
て訂正いたします。








